
藍鼎元F女學』の研究〔5】(下見)

藍
鼎
元
『
女
學
』
　
の
研
究
　
〔
5
〕

婦
徳
篇
上
(
本
稿
で
は
、
「
婦
徳
」
上
篇
の
以
下
の
項
目
を
載
せ
る
。
)

〔
3
〕
　
「
和
叔
妹
之
徳
」

第
二
十
一
章
、
r
和
叔
妹
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言
。
「
班
氏
日
」

◎
　
「
和
叔
妹
之
徳
」
　
に
つ
い
て
藍
鼎
元
の
論

第
二
十
二
章
、
r
王
未
収
妻
」

【
4
〕
　
「
睦
妨
媒
之
徳
」

第
二
十
三
章
、
r
睦
梯
賊
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言
。
「
柳
関
目
」

◎
「
睦
梯
蝦
之
徳
」
　
に
つ
い
て
藍
鼎
元
の
論

第
二
十
四
章
、
「
顔
氏
家
訓
日
」

第
二
十
五
章
、
「
胡
氏
女
範
日
」

第
二
十
六
章
、
「
内
則
日
」

第
二
十
七
章
、
「
育
三
渾
妻
」
・
「
唐
張
孟
仁
妻
」

◎
「
論
日
」
　
(
藍
鼎
元
の
女
性
論
-
-
輸
血
の
和
の
要
に
つ
い
て
)

第
二
十
八
草
、
「
蘇
少
梯
」

◎
「
論
日
」
　
(
藍
鼎
元
の
女
性
論
1
蘇
少
姉
の
至
誠
を
称
え
る
)

〔
5
〕
、
「
事
父
母
之
徳
」

第
二
十
九
章
、
「
事
父
母
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言
。
「
文
王
后
妃
」

◎
「
事
父
母
之
徳
」
　
に
つ
い
て
藍
鼎
元
の
論

第
三
十
章
、
「
漠
大
倉
令
女
」

下
見
　
隆
雄し

、

〔
3
〕
　
「
和
叔
妹
之
徳
」

【
第
二
十
〓
阜
】
　
「
和
叔
妹
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言

[
原
文
]
班
氏
日
、
婦
人
之
得
於
夫
、
由
舅
姑
之
愛
己
也
、
舅
姑
之
愛
己
、
由

叔
妹
之
馨
己
也
、
由
此
言
之
、
我
成
否
毀
馨
、
一
由
叔
妹
、
叔
妹
之
心
、
復
不

可
失
也
、
皆
英
知
叔
妹
之
不
可
失
、
而
不
能
和
之
以
求
親
、
共
蔽
也
故
、
(
節
、

否
音
都
、
復
扶
又
切
、
)

室
人
和
、
則
誘
掩
於
内
、
離
別
惑
揚
、
此
必
然
之
勢
也
、
易
日
、
二
人
同
心
、

其
利
断
金
、
同
心
之
言
、
其
臭
如
蘭
、
(
節
、
断
徒
管
切
)

夫
娘
之
輿
妹
、
髄
敵
両
分
尊
、
恩
疏
而
義
親
、
若
淑
媛
謙
順
之
人
、
・
則
能
依

義
以
篤
好
、
崇
恩
以
結
援
、
使
徽
美
顔
彰
、
而
暇
過
隠
塞
、
舅
姑
玲
善
、
而
夫

主
嘉
美
、
啓
馨
耀
於
邑
隣
、
休
光
延
於
父
母
、
若
夫
轟
愚
之
人
、
於
婚
則
托
名

以
日
高
、
於
妹
則
因
寵
以
額
盈
、
璃
盈
既
施
、
何
和
之
有
、
恩
義
既
承
、
何
者

之
頭
、
是
以
美
隠
而
過
宣
、
姑
盆
而
夫
伍
、
毀
醤
布
於
中
外
、
恥
辱
集
於
靡
身
、

進
増
父
母
之
羞
、
退
益
君
子
之
累
、
斯
乃
粂
辱
之
本
。
而
額
否
之
基
也
、
可
不

憬
哉
、
(
夫
婚
夫
悉
之
夫
音
夫
、
分
去
督
、
好
去
啓
、
否
音
都
、
)
　
右
第
二
十
一
章
、

か
な
,
㌻

班
氏
日
わ
く
、
婦
人
の
、
夫
に
得
す
る
は
、
舅
姑
の
己
を
愛
す
る
に
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由
る
。
舅
姑
の
己
を
愛
す
る
は
、
叔
妹
の
己
を
普
む
る
に
由
る
な
り
。
此

れ
に
由
り
て
之
れ
を
言
え
ば
、
我
が
成
否
・
毀
馨
は
、
一
に
叔
妹
に
由
る
。

叔
妹
の
心
は
、
復
た
失
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
皆
、
叔
妹
の
失
う
可
か
ら

ざ
る
を
知
る
こ
と
莫
く
し
て
、
而
し
て
之
れ
に
和
し
て
以
て
親
を
求
む
る

こ
と
能
わ
ず
。
其
れ
蔽
な
る
か
な
。
(
1
)
　
(
節
な
り
。
否
は
、
音
部
。
復
は
、

扶
又
の
切
。
)

室
人
、
和
す
れ
ば
。
則
ち
誘
、
内
に
掩
わ
る
。
離
る
れ
ば
、
則
ち
悪
、

揚
が
る
。
此
れ
必
然
の
勢
な
り
。
易
に
日
わ
く
、
二
人
、
心
を
同
じ
う
す

れ
ば
。
其
の
利
、
金
を
断
つ
。
心
を
同
じ
う
す
る
の
言
は
、
其
の
臭
、
蘭

の
如
し
と
。
(
2
)
　
(
節
な
り
。
断
は
、
徒
管
の
切
。
)

夫
れ
嬢
の
妹
に
斯
け
る
。
鰻
は
、
赦
し
て
而
し
て
分
は
尊
し
。
恩
は
、

疏
に
し
て
而
し
て
義
は
親
し
。
淑
媛
・
謙
順
の
人
の
若
き
は
、
則
ち
能
く

義
に
依
り
て
以
て
好
み
を
篤
く
し
、
恩
を
崇
く
し
て
以
て
接
を
結
ぶ
。
徽

美
を
し
て
顧
彰
し
、
而
し
て
暇
過
を
し
て
隠
塞
せ
使
む
。
舅
姑
、
善
を
玲

カ

カ

　

　

　

お

お

き

な

ほ

ま

れ

り
、
而
し
て
夫
主
、
美
を
嘉
す
。
馨
馨
、
邑
隣
に
超
や
き
。
休
　
光
、

お

よ

　

　

か

　

お

ろ

か

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

√

父
母
に
延
ぶ
。
夫
の
葱
愚
の
人
の
若
き
は
、
横
に
於
い
て
は
則
ち
名
を
托

し
て
以
て
自
ら
高
し
と
し
、
妹
に
於
い
て
は
則
ち
寵
に
因
り
て
以
て
騎
盈

す
。
癒
盈
、
既
に
施
さ
る
れ
ば
、
何
の
和
す
る
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
。
恩

義
、
既
に
承
れ
ば
、
何
の
馨
か
之
れ
穣
ら
ん
。
是
こ
を
以
て
、
美
、
隠
れ

あ

て
、
而
し
て
過
、
宜
が
り
、
姑
、
盆
り
て
而
し
て
夫
、
但
る
。
毀
砦
、
中

外
に
布
き
、
恥
辱
、
原
の
身
に
集
ま
る
。
進
み
て
は
父
母
の
羞
を
増
し
、

退
き
て
は
君
子
の
累
を
益
す
。
斯
れ
乃
ち
柴
辱
の
本
に
し
て
、
而
し
て
顆

否
の
基
な
り
。
惧
ま
ざ
る
可
け
ん
や
。
(
3
)
　
(
夫
婚
・
夫
志
の
夫
は
、
音
夫
。

分
は
、
去
啓
。
好
は
、
去
啓
。
否
は
、
音
節
。
)
　
　
右
、
第
二
十
一
章
。

○
資
料
研
究

こ
の
部
分
は
、
『
女
誠
』
和
叔
妹
篇
に
よ
る
。
基
本
的
に
は
、
『
後
漢
書
』

列
女
侍
所
収
の
文
に
依
り
、
省
略
や
、
部
分
的
に
文
字
の
改
易
も
し
て
い
る
。

な
お
、
『
女
學
』
小
型
本
に
は
、
文
字
に
不
明
瞭
部
分
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
「
鯉
敵
」
　
の
　
「
敵
」
や
「
蕊
愚
」
　
の
　
「
恵
」
な
ど
に
甚
だ
し
い
。

(
1
)
　
こ
の
部
分
の
『
女
誠
』
原
文
は
、
『
後
漢
書
』
列
侍
第
七
四
「
列
女
侍
」

に
よ
れ
ば
、
「
婦
人
の
、
意
を
夫
主
に
得
る
は
、
舅
姑
の
己
を
愛
す
る
に
由
る
。

舅
姑
の
己
を
愛
す
る
は
、
叔
妹
の
己
を
馨
む
る
に
由
る
な
り
。
此
れ
に
由
り
て

之
れ
を
言
え
ば
、
我
が
成
否
・
毀
馨
は
、
一
に
叔
妹
に
由
る
。
叔
妹
の
心
は
、

復
た
失
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
皆
な
、
叔
妹
の
失
う
可
か
ら
ざ
る
を
知
る
こ
と

莫
く
し
て
、
而
し
て
之
れ
に
和
し
て
以
て
親
を
求
む
る
こ
と
能
わ
ず
。
其
れ
蔽

な
る
か
な
。
」
　
と
あ
る
。
傍
線
部
分
が
『
女
學
』
　
の
表
現
と
異
な
る
。
『
女
四

書
』
所
収
の
『
女
誠
』
も
『
後
漢
書
』
の
も
の
に
や
や
手
を
加
え
て
い
る
部
分

が
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
「
復
た
失
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
」
の
部
分
で
は
、

「
復
た
」
　
を
省
略
し
、
「
皆
な
、
叔
妹
の
失
う
可
か
ら
ざ
る
」
　
の
部
分
で
は
、

「
人
皆
な
」
　
と
表
現
す
る
等
で
あ
る
。

な
お
、
『
女
學
』
.
は
、
『
後
漢
書
』
で
は
こ
れ
に
続
い
て
連
ね
る
次
の
部
分

を
省
い
て
い
る
。
「
聖
人
に
非
ざ
る
自
り
は
、
能
く
過
ち
無
き
こ
と
鮮
し
。
故

に
顔
子
は
能
く
改
む
る
を
貴
び
、
仲
尼
は
其
の
式
た
び
せ
ざ
る
を
嘉
す
。
而
る

を
況
や
婦
人
な
る
者
を
や
。
賢
女
の
行
、
聴
哲
の
性
を
以
て
す
る
と
錐
も
、
其

れ
能
く
備
わ
ら
ん
や
。
」
　
と
あ
る
。
藍
鼎
元
は
、
叔
妹
と
の
調
和
を
教
示
す
る

に
は
、
持
っ
て
回
っ
て
哲
学
的
で
理
屈
っ
ぽ
く
、
間
接
的
な
教
訓
意
義
し
か
持
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た
な
い
こ
の
部
分
を
省
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
2
)
『
後
漢
書
』
で
は
、
「
刻
の
現
出
、
室
人
、
和
す
れ
ば
。
則
ち
謝
1
拘

わ
る
。
外
内
、
離
る
れ
ば
、
則
ち
悪
、
揚
が
る
。
此
れ
必
然
の
勢
な
り
。
易
に

日
わ
く
、
二
人
、
心
を
同
じ
う
す
れ
ば
。
其
の
利
、
金
を
断
つ
。
心
を
同
じ
う

ち
柴
辱
の
本
に
し
て
、
而
し
て
顆
否
の
基
な
り
。
恨
ま
ざ
る
可
け
ん
や
。
」
　
と

あ
る
。
傍
線
部
分
が
『
女
學
』
と
異
な
る
。
「
而
し
て
尊
し
」
　
(
「
而
尊
」
)
　
を
、

す
る
の
言
は
、
其
の
臭
、
蘭
の
如
し
と
。
此
を
之
れ
謂
う
。
」
と
あ
る
。
傍
線

部
分
が
『
女
學
』
と
異
な
る
。
藍
鼎
元
が
　
「
誘
、
内
に
掩
は
る
」
　
(
誘
掩
於
内
)

へ
と
変
じ
た
の
は
、
『
後
漢
書
』
の
　
「
外
内
」
　
の
　
「
外
」
　
を
　
「
於
」
　
に
読
み
誤

っ
た
か
、
ま
た
は
、
「
外
内
」
　
の
意
味
内
容
が
把
握
し
難
い
と
判
断
し
て
の
処

置
と
思
わ
れ
る
が
、
原
文
で
は
対
句
表
現
と
し
て
整
っ
て
い
る
点
を
無
視
す
る

こ
と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
『
後
漢
書
』
の
　
「
外
内
、
離
る
」
　
も
読
み
難
い
表

現
で
あ
る
。
『
女
四
書
』
や
、
日
本
の
、
加
倉
井
忠
珍
『
女
誠
新
註
』
等
で
は
、

こ
れ
を
　
「
内
外
」
　
に
改
め
る
。
そ
れ
で
も
、
「
内
」
　
と
　
「
外
」
　
の
意
味
内
容
は

必
ず
し
も
明
確
と
は
い
え
な
い
。

藍
鼎
元
は
、

義
は
親
し
」

尊
」
　
に
は
、

「
而
し
て
分
は
尊
し
」
　
(
「
而
分
尊
」
)
　
と
し
た
。
次
文
の
　
「
而
し
て

(
「
而
義
親
」
)
　
と
の
対
応
を
考
慮
す
る
な
ら
、
『
後
漢
書
』
の
　
「
而

一
字
欠
落
の
可
能
性
が
有
ろ
う
。
『
女
四
書
』
も
、
「
分
」
　
を
補

(
3
)
　
こ
の
部
分
の
　
『
女
誠
』
原
文
は
、
「
夫
れ
娘
妹
な
る
者
は
、
髄
は
、
赦

し
て
而
し
て
嘲
り
。
恩
は
、
疏
に
し
て
而
し
て
義
は
親
し
。
淑
媛
・
謙
順
の
人

の
若
き
は
、
則
ち
能
く
義
に
依
り
て
以
て
好
み
を
篤
く
し
、
恩
を
崇
く
し
て
以

て
援
を
結
ぶ
。
徽
美
を
し
て
顕
司
し
、
而
し
て
暇
過
を
し
て
隠
塞
せ
使
む
。
舅

姑
、
善
を
玲
り
、
而
し
て
夫
主
、
美
を
嘉
す
。
聾
者
、
邑
隣
に
嘲
や
き
。
休
光
、

父
母
に
延
ぶ
。
夫
の
剥
愚
の
人
の
若
き
は
、
娘
に
於
い
て
は
則
ち
名
を
托
し
て

以
て
自
ら
高
し
と
し
、
妹
に
於
い
て
は
則
ち
寵
に
因
り
て
以
て
璃
盈
す
。
璃
盈
、

既
に
施
さ
る
れ
ば
、
何
の
和
す
る
こ
と
か
之
れ
有
ら
ん
。
恩
義
、
既
に
承
れ
ば
、

何
の
馨
か
之
れ
療
ら
ん
。
是
を
以
て
、
美
、
隠
れ
て
、
而
し
て
過
、
宣
が
り
、

姑
、
盆
り
て
而
し
て
夫
、
但
る
。
毀
砦
、
中
外
に
布
き
、
恥
辱
、
願
の
身
に
集

ま
る
。
進
み
て
は
父
母
の
羞
を
増
し
、
退
き
て
は
君
子
の
累
を
益
す
。
斯
れ
乃

ー
つ
。

J

な
お
、
『
後
漢
書
』
で
は
、
こ
れ
に
続
い
て
、
「
然
ら
ば
則
ち
、
叔
妹
の
心

を
求
む
る
に
は
、
固
よ
り
謙
順
よ
り
尚
き
は
莫
き
な
り
。
謙
な
る
は
、
則
ち
徳

の
柄
な
り
。
順
な
る
は
、
則
ち
徳
の
行
な
り
。
斯
の
二
者
を
凡
べ
て
、
以
て
和

「

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

に

く

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

い

と

す
る
に
足
る
。
詩
に
云
う
、
此
に
在
り
て
も
恵
む
も
の
無
く
、
彼
に
在
り
て
も
射

う
も
の
無
し
と
。
斯
れ
を
之
れ
謂
う
な
り
。
」
　
と
あ
る
。
藍
鼎
元
は
、
こ
の
部

分
を
省
い
て
い
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
戚
善
也
、

皆
同
班
、
詩
大
雅
、
皐
皐
証
班
、
言
誘
毀
也
、

と
あ
る
。

O
　
「
戚
善
也
、
」
　
の
部
分
に
つ
い
て
、

痕
は
、
善
な
り
。

こ
れ
は
、
本
文
　
「
成
否
」
　
に
つ
い
て
の
注
釈
で
あ
ろ
う
。
各
本
、
以
下
の
よ

う
で
あ
る
。

②
戚
司
也

③
戚
善
也

④
痢
善
也
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⑤
戚
善
也

⑥
戚
善
也

異
同
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
②
・
④
の
傍
線
部
分
の
文
字
は
不
鮮
明
で

判
読
し
難
い
。

O
「
醤
同
誠
、
詩
大
雅
、
皐
皐
証
証
、
言
誘
毀
也
、
」
　
の
部
分
に
つ
い
て
、

砦
は
、
靴
に
同
じ
。
詩
の
大
雅
に
、
皐
皐
靴
靴
と
。
誘
毀
す
る
を
言
ふ
な
り
。

こ
れ
は
、
本
文
の
　
「
毀
醤
」
に
つ
い
て
の
注
記
で
あ
ろ
う
。
各
本
、
以
下
の

よ
う
で
あ
る
。

易
し
。
之
を
待
す
る
に
其
の
道
を
得
ざ
れ
ば
、
則
ち
上
は
舅
姑
の
歓
心
を
失
し
、

吾
が
夫
孝
友
の
志
を
傷
ふ
。
賢
婦
に
非
ざ
る
な
り
。
和
気
も
て
梓
を
致
す
は
、

門
内
の
福
な
り
。
令
閲
も
亦
た
此
に
由
り
て
彰
は
る
。
和
叔
妹
の
徳
を
述
ぶ
る

こ
と
。
此
自
り
以
下
、
凡
そ
二
章
。
(
1
)
　
(
易
は
、
青
臭
。
閲
は
、
去
督
。
)

②
砦
同
証
、
詩
大
雅
、

③
醤
同
訊
、
詩
大
雅
、

④
砦
同
訊
、
詩
刃
樹
、

⑤
醤
同
誠
、
詩
大
雅
、

⑥
醤
同
班
、
詩
大
雅
、

皐
皐
証
証
、

q
皐
剖
到
、

割
判
融
誠
、

皐
皐
証
証
、

皐
皐
証
証
、

言
誘
毀
也
、

言
誘
q
也
、

q
誘
毀
也
、

言
誘
毀
也
、

瑚
誘
毀
也
、

③
・
④
・
⑥
に
字
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
○
は
、
文
字

の
不
鮮
明
で
判
読
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
③
・
④
に
お
け
る
字
の
誤
り
は
甚
だ

し
い
。
原
典
な
ど
も
無
視
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
l
ノ
し

「
詩
大
雅
」
　
は
、
『
詩
経
』
大
雅
の
　
「
召
真
」
篇
、
『
詩
集
停
』
に
、
「
証
証

は
、
努
め
て
誘
毀
を
鳥
す
。
」
　
と
あ
る
。

◎
和
叔
妹
之
徳
に
つ
い
て
の
藍
鼎
元
の
論

[
原
文
]
夫
之
弟
妹
、
俗
所
謂
小
叔
小
姑
也
、
姑
叔
之
間
、
易
啓
猫
嫌
、
待
之

不
得
其
道
、
則
上
失
舅
姑
歓
心
、
傷
善
夫
孝
友
之
志
、
非
賢
婦
也
、
和
気
致
梓
、

円
内
之
福
、
令
関
亦
由
此
彰
鳶
、
述
和
叔
妹
之
徳
、
自
此
以
下
凡
二
章
、
(
易

青
臭
、
聞
去
督
、
)

夫
の
弟
妹
は
、
俗
に
所
謂
る
小
叔
・
小
姑
な
り
。
姑
叔
の
間
、
清
嫌
を
啓
き

○
資
料
研
究

(
1
)
　
藍
鼎
元
の
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
叔
妹
」
　
を
、
「
夫
の
弟
妹
」
　
と

解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
は
、
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
「
こ
じ
ゆ
う
と
」
を

い
う
も
の
と
す
る
。
『
後
漢
書
』
に
掲
げ
る
『
女
誠
』
も
、
こ
の
観
点
で
論
じ

て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
穏
記
』
昏
義
篇
に
、
「
婦
の
順
な

か
な

る
者
は
、
姑
に
順
に
、
室
人
に
和
し
、
而
し
て
后
に
、
夫
に
昔
い
、
…
…
是
の

故
に
、
婦
の
順
、
備
わ
り
て
、
而
し
て
后
に
、
内
、
和
理
す
。
内
、
和
理
し
て
、

而
し
て
后
に
、
家
、
長
久
な
る
可
き
な
り
。
故
に
、
聖
王
、
之
れ
を
重
ん
ず
。
」

と
あ
る
。
「
室
人
」
　
の
鄭
注
に
、
「
女
姶
・
女
叔
・
諸
婦
を
謂
う
。
」
と
説
明
し
、

『
疏
』
に
は
、
「
是
れ
在
室
の
人
に
し
て
、
男
子
に
非
ざ
る
な
り
。
女
始
と
は
、

婿
の
姉
を
謂
う
。
女
叔
と
は
、
婿
の
妹
を
謂
う
。
諸
婦
と
は
、
妹
姐
の
属
を
謂

う
。
」
と
解
説
す
る
。
王
先
謙
『
後
漢
音
集
解
』
は
、
更
に
『
爾
雅
』
繹
親
の

「
夫
の
女
弟
を
女
妹
と
烏
す
」
を
引
き
、
「
走
れ
叔
妹
は
、
皆
も
に
小
姑
を
謂

う
。
」
　
と
す
る
。

藍
鼎
元
は
、
『
女
誠
』
の
　
「
叔
妹
」
を
、
「
夫
の
弟
妹
」
と
解
し
た
か
ら
、

次
に
、
夫
の
弟
妹
に
関
わ
る
　
「
王
木
叔
之
妻
」
　
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
。

『
女
孝
経
』
廣
揚
名
章
第
十
四
章
に
、
.
「
女
子
の
父
母
に
事
う
る
や
孝
、
故

に
、
忠
、
舅
姑
に
移
す
可
し
。
姉
妹
に
事
う
る
や
義
、
故
に
、
順
、
妨
姐
に
移

す
可
し
。
」
　
と
あ
る
。

58
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呂
坤
『
閏
範
』
巻
四
に
、
「
姉
妹
之
道
」
・
「
蜘
蛛
之
道
」
・
r
姑
妓
之
道
」
を

掲
げ
る
。
「
姐
梯
之
道
」
　
に
、
三
例
を
紹
介
す
る
。
「
章
媛
譲
見
」
　
で
は
、
娘

の
、
夫
の
弟
へ
の
配
慮
。
「
少
梯
化
授
」
　
で
は
、
妹
が
娘
に
謙
っ
て
感
化
し
た

こ
と
。
「
王
木
叔
妻
」
　
で
は
、
頻
の
立
場
で
、
夫
の
弟
妹
に
配
慮
し
た
こ
と
を

そ
れ
ぞ
れ
讃
え
る
。
「
姑
媛
之
道
」
　
に
は
、
舅
姑
の
む
す
め
の
、
被
へ
の
思
い

を
大
切
に
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
父
母
に
は
、
終
身
の
依
無
く
、

妨
妹
は
、
緩
急
の
頬
に
非
ず
。
父
母
に
縫
ぎ
て
我
に
親
し
む
者
は
誰
ぞ
や
。
」

と
い
う
。
『
女
誠
』
が
、
妻
の
立
場
で
の
婚
家
の
女
兄
弟
へ
の
配
慮
、
『
女
學
』
′

が
、
婚
家
の
弟
妹
へ
の
配
慮
を
教
示
す
る
の
と
は
、
や
や
異
な
っ
た
観
点
で
あ

る
。
「
欧
陽
賢
授
」
・
「
陳
氏
堂
前
」
・
「
緋
娯
引
過
し
　
の
三
例
を
紹
介
す
る
。

『
内
訓
』
睦
親
章
第
十
七
に
、
「
夫
の
姉
娘
姑
姉
妹
の
若
き
は
、
親
の
至
近
な

る
者
な
り
。
宜
し
く
其
の
情
を
用
い
ざ
る
所
無
か
る
べ
し
。
夫
の
木
は
、
幹
に

柴
え
ざ
れ
ば
、
以
て
支
に
達
す
る
能
わ
ず
。
火
は
、
中
に
灼
か
な
ら
ざ
れ
ば
、

以
て
外
を
照
ら
す
能
わ
ず
。
是
こ
を
以
て
、
仁
を
施
す
に
は
、
必
ず
先
ず
睦
親

す
。
睦
親
の
務
、
必
ず
内
助
有
り
。
」
と
あ
り
、
明
嘉
靖
九
年
刊
の
原
本
儒
臣

き
▲
う
だ
い
の
つ
ま

註
に
、
「
姉
娘
は
、
始
　
　
裡
相
い
呼
ぶ
の
名
な
り
。
姑
は
、
父
の
姉
妹
な
り
。

夫
の
姉
妹
も
、
亦
た
姑
と
日
う
。
女
兄
を
姉
と
日
い
、
女
弟
を
妹
と
日
う
。
」

と
あ
る
。

な
お
、
『
女
誠
』
和
叔
妹
篇
と
主
婦
と
婚
家
の
兄
弟
姉
妹
と
の
関
係
に
つ
い

て
、
拙
著
『
儒
教
社
会
と
母
性
　
-
　
母
性
の
威
力
の
観
点
で
み
る
漢
貌
晋
中
国

女
性
史
-
-
』
第
四
章
『
女
誠
』
に
お
け
る
女
性
教
導
と
主
婦
の
位
置
の

(
.
Ⅸ
)
、
(
イ
)
　
「
和
叔
妹
」
第
七
、
(
ロ
)
主
婦
と
義
妹
と
の
関
係
へ
の
視
点
、

を
参
照
。

【
第
二
十
二
章
】

[
原
文
]
永
嘉
何
氏
王
木
叔
之
妻
也
、
初
蹄
王
家
、
甚
貧
、
何
氏
佐
以
勤
倹
、

家
用
遂
餞
、
一
日
語
夫
日
、
子
可
出
仕
、
奈
弟
妹
貧
寒
何
、
彙
中
線
資
、
久
蓄

葵
益
、
請
以
分
之
、
夫
書
目
、
是
喜
志
也
、
且
日
義
散
、
智
瑠
不
達
、
木
叔
既

仕
、
又
日
、
弟
妹
尚
困
、
有
田
如
許
、
何
不
昇
之
、
夫
書
目
、
此
尤
吾
志
也
、

遂
以
田
輿
弟
妹
、
一
郡
稀
鳥
賢
婦
、
　
　
右
第
二
十
二
章
。
ノ

と
つ

永
嘉
の
何
氏
、
王
木
叔
の
妻
な
り
。
初
め
て
王
家
に
蹄
ぐ
に
、
甚
だ
貧

し
。
何
氏
r
鮎
け
て
以
て
徐
に
勤
め
、
家
、
用
て
遂
に
餞
か
な
り
。
一
日
、

夫
に
語
り
て
日
わ
く
、
子
、
出
で
て
仕
う
可
し
。
弟
妹
の
貧
寒
な
る
を
奈

何
せ
ん
。
嚢
中
に
飴
資
あ
り
て
、
久
し
く
蓄
す
る
も
英
ぞ
益
せ
ん
。
請
う

以
て
之
れ
を
分
た
ん
と
。
夫
、
喜
び
て
日
わ
く
、
是
れ
吾
が
志
な
り
と
。

且
日
に
し
て
轟
く
散
じ
て
、
替
瑠
す
ら
も
遺
さ
ず
。
木
叔
、
既
に
仕
う
。

又
た
日
わ
く
、
弟
妹
、
尚
お
困
す
。
田
有
る
こ
と
許
く
の
如
し
。
何
ぞ
之

あ
た

れ
を
弄
え
ざ
る
と
。
夫
、
喜
び
て
日
わ
く
、
此
れ
尤
も
吾
が
志
な
り
と
。

遂
に
田
を
以
て
弟
妹
に
輿
う
。
一
郡
、
稀
し
て
賢
婦
と
焦
す
。
(
l
)

右
、
第
二
十
二
章
。

59

○
資
料
研
究

(
1
)
　
呂
坤
『
閏
範
』
巻
四
の
　
「
舷
梯
之
道
」
　
に
　
「
王
木
叔
妻
」
　
を
収
録
し
、

こ
れ
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
何

雪
氷
嘉
の
王
木
叔
の
妻
な
り
。
初
め
て
割
増
に
蹄
ぐ
に
、
甚
だ
貧
し
。
何
氏
、

佐
け
て
以
て
俊
に
勤
め
、
家
、
用
て
遂
に
餞
か
な
り
。
一
日
、
夫
に
語
り
て
日

わ
く
、
子
、
出
で
て
仕
う
可
し
。
弟
妹
の
貧
寒
な
る
を
奈
何
せ
ん
。
嚢
中
に
飴

資
あ
り
て
、
久
し
く
蓄
す
る
も
妥
ぞ
益
せ
ん
。
請
う
以
て
之
れ
を
分
た
ん
と
。
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夫
、
喜
び
て
日
わ
く
、
是
れ
吾
が
志
な
り
と
。
且
日
に
し
て
痙
く
散
じ
て
、
智

珂
す
ら
も
遺
さ
ず
。
木
叔
、
既
に
仕
う
。
又
た
日
わ
く
、
弟
妹
、
尚
お
困
す
。

田
有
る
こ
と
許
く
の
如
し
。
何
ぞ
之
れ
を
弄
え
ざ
る
と
。
夫
、
喜
び
て
日
わ
く
、

此
れ
尤
も
吾
が
志
な
り
と
。
遂
に
田
を
以
て
弟
妹
に
輿
う
。
l
郡
、
稀
し
て
賢

婦
と
鳥
す
。
」
　
と
あ
る
。
傍
線
部
分
が
異
な
る
だ
け
で
あ
る
。

因
み
に
、
呂
氏
は
次
の
よ
う
に
論
評
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
同
室
を
憎

み
て
貸
利
を
専
ら
に
す
る
こ
と
。
婦
人
、
爾
ら
ざ
る
は
美
し
。
其
の
彼
我
を
ば

ゆ
ず

分
明
に
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
巳
に
難
し
。
況
や
有
す
る
所
を
壷
く
推
り
て
、
弟

妹
に
輿
う
る
を
や
。
其
の
夫
、
喜
び
て
而
し
て
之
れ
に
従
う
。
友
子
な
る
こ
と

無
知
す
可
し
。
」
　
と
い
う
。

『
古
今
園
書
集
成
』
国
媛
典
第
二
十
四
巻
閑
淑
部
列
侍
二
の
　
「
宋
」
代
の
項

に
、
『
温
州
府
志
』
に
依
っ
て
、
「
王
木
叔
妻
何
氏
」
　
を
掲
げ
、
「
何
氏
、
王
木

叔
の
妻
。
永
嘉
の
人
な
り
。
苦
力
し
て
夫
を
佐
け
、
家
を
起
こ
す
。
木
叔
、
既

し
か
ん
ナ
る

に
通
籍
す
。
氏
、
之
れ
に
語
り
て
日
わ
く
、
子
、
官
人
と
烏
り
て
貴
顕
な
り
。

子
の
弟
妹
の
貧
寒
な
る
を
奈
何
せ
ん
。
秦
に
飴
資
あ
り
て
、
久
し
く
蓄
す
る
も

安
ぞ
用
い
ん
と
。
遂
に
轟
く
之
れ
を
散
ず
。
巳
に
し
て
、
又
た
、
勧
め
て
先
世

の
田
を
以
て
轟
く
季
に
昇
う
。
卒
す
る
に
及
び
て
、
王
縛
、
篤
め
に
立
博
す
。
」
一

と
あ
る
。

『
南
来
館
関
録
』
の
『
績
録
』
の
巻
七
　
(
や
『
宋
史
巽
』
巻
十
四
)
　
に
、
「
王

柄
、
字
は
木
叔
。
温
州
、
泳
嘉
の
人
。
」
と
あ
り
、
そ
の
名
は
、
巻
九
に
も
見

え
て
い
る
。
な
お
、
『
宋
史
』
列
侍
一
百
五
十
四
に
見
え
る
　
「
王
柵
、
字
は
汝

良
。
大
名
の
人
。
」
　
は
別
人
で
あ
ろ
う
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
彙
即
今
之
纏
袋
、

智
取
以
飾
首
、
瑠
取
以
塞
耳
、

桑
は
、
即
ち
今
の
纏
袋
な
り
。

智
は
、
取
り
て
以
て
首
を
飾
る
。
珂
は
、
取
り
て
以
て
耳
を
塞
ぐ
。

と
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
本
文
の

各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
彙
即
今
之
纏
袋
、

智
取
以
飾
首
、
瑠
取
以
塞
耳
、

③
乗
即
今
之
纏
袋
、

智
取
以
飾
首
、
瑠
取
以
塞
耳
、

④
乗
即
今
之
纏
魂
、

管
取
以
飾
首
、
叫
取
以
塞
耳
、

⑤
東
咄
今
之
纏
袋
、

智
取
以
飾
首
、
瑠
取
以
塞
耳
、

⑥
彙
即
今
之
収
l
國
欄
、

瑠
取
以
塞
耳
、

「
彙
」
・
「
替
」
・
「
瑠
」
字
の
注
解
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
④
の
袋
は
、
も
と
の
字
か
ら
の
距
離
が
あ
る
。
甚
だ
し
い
の
は
、
⑥

の
異
質
性
で
あ
る
。
「
収
銭
櫨
」
　
が
異
な
る
上
に
、
他
本
に
は
存
在
す
る
　
「
響

取
以
飾
首
」
が
欠
落
し
、
「
責
」
一
の
字
体
も
不
明
瞭
で
あ
る
。

〔
4
〕
　
「
睦
姉
娘
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言

【
第
二
十
三
幸
】

[
原
文
]
柳
関
目
、
皇
考
治
家
、
孝
且
厳
、
且
望
、
弟
婦
等
拝
堂
下
畢
、
即
上

手
低
面
、
聴
我
皇
考
訓
誠
日
、
人
家
兄
弟
無
不
義
者
、
轟
因
襲
婦
入
門
、
異
姓
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相
衆
、
季
長
競
短
、
漸
演
目
聞
、
偏
愛
私
蔵
、
以
致
背
戻
、
分
門
割
戸
、
患
若

賊
讐
、
皆
汝
婦
人
所
作
、
男
子
剛
腸
者
、
幾
人
能
不
鳥
婦
人
言
所
感
、
吉
見
多

夫
、
若
等
寧
有
是
耶
、
退
則
借
借
、
不
敢
出
一
語
鳥
不
孝
事
、
開
輩
抵
此
頼
之
、

得
全
其
家
云
、
[
幾
上
智
]
　
　
右
第
二
十
三
章
。

り

ゆ

う

か

い

　

　

　

わ

が

ち

ち

柳
関
目
わ
く
、
皇
考
、
家
を
治
む
る
こ
と
、
孝
に
し
て
且
つ
戯
な
り
。

つ
い
た
ち
　
じ
ゆ
う
ご
に
ち

且
・
　
望
　
に
は
、
弟
婦
等
、
堂
下
に
拝
し
畢
わ
り
て
、
即
ち
手
を
上

げ
面
を
低
れ
て
、
我
が
皇
考
の
訓
諭
を
聴
く
。
日
わ
く
、
人
家
の
兄
弟
に

は
、
不
義
な
る
者
無
し
。
悉
く
、
婦
を
要
り
て
門
に
入
り
て
、
異
姓
、
相

み
す
し
み
い
る
ご
と
く

い
衆
ま
る
に
因
り
て
、
長
を
争
い
短
を
競
う
こ
と
、
漸
　
　
演
に
し
て

日
々
に
聞
こ
ゆ
。
偏
愛
し
私
蔵
し
て
、
以
て
背
戻
を
致
す
。
門
を
分
か
ち

戸
を
割
き
て
、
患
い
賊
・
讐
の
若
く
な
る
。
皆
、
汝
婦
人
の
作
す
所
な
り
。

こ
こ
ろ
つ
よ
き

男
子
、
剛
　
腸
な
る
者
も
、
幾
人
か
、
能
く
婦
人
の
言
に
惑
う
所
と
烏
ら

な
ん
じ

ざ
る
。
吾
、
見
る
こ
と
多
し
。
若
等
、
寧
く
ん
ぞ
足
れ
有
ら
ん
や
と
。

ぴ
く
ぴ
く

退
き
て
は
則
ち
惜
憶
と
し
て
、
敢
え
て
一
語
を
出
だ
し
て
不
孝
の
事
を
鳥

す
を
せ
ず
。
関
が
輩
、
此
れ
に
抵
る
ま
で
之
れ
に
頼
り
て
、
其
の
家
を
全

く
す
る
を
得
た
り
と
云
う
。
(
1
)
　
[
幾
は
、
上
智
。
]
　
右
、
第
二
十
三
章
。

○
資
料
研
究

(
1
)
　
原
文
　
「
開
輩
抵
此
頼
之
」
　
に
つ
い
て
、
『
女
學
』
大
型
本
で
は
、
「
関

羽
抵
此
咄
之
」
に
作
る
。
小
型
本
で
は
、
原
文
と
同
じ
く
「
開
輩
抵
此
頼
之
」

に
作
る
。
今
、
字
の
誤
り
と
見
て
、
原
文
の
よ
う
に
改
め
た
。

柳
閑
の
伝
は
、
『
宋
史
』
列
停
第
一
百
九
十
九
に
見
え
る
。

『
小
學
』
嘉
言
第
五
に
、
こ
の
言
を
収
録
す
る
。
そ
の
初
め
を
　
「
柳
開
仲
塗

日
わ
く
」
　
と
す
る
他
は
、
同
じ
文
で
あ
る
。
『
女
學
』
は
、
こ
れ
に
依
拠
し
た

可
能
性
が
高
い
。
な
お
、
『
河
東
先
生
集
』
巻
十
四
　
「
宋
故
穆
夫
人
墓
誌
銘
」

に
、
こ
れ
と
同
様
の
内
容
の
文
を
列
ね
る
。
ま
と
め
や
表
現
に
小
異
す
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
が
列
考
、
家
を
治
む
る
こ
と
、
孝
に
し
て
且
つ

腰
な
り
。
…
…
月
の
且
望
に
は
、
諸
叔
母
、
堂
下
に
斉
し
畢
わ
り
て
、
即
ち
手

を
上
げ
面
を
低
れ
て
、
我
が
皇
考
の
之
れ
に
誠
め
告
ぐ
る
を
療
奉
す
。
日
わ
く
、

人
の
家
、
兄
弟
義
理
な
ら
ざ
る
は
無
し
。
轟
く
、
婦
を
要
り
て
門
に
入
り
て
、

異
姓
、
相
い
衆
ま
る
に
因
り
て
、
長
を
争
い
短
を
競
う
こ
と
、
漸
演
に
し
て
日

々
に
聞
こ
ゆ
。
偏
愛
し
私
蔵
し
て
、
以
て
背
戻
を
致
す
。
門
を
分
か
ち
戸
を
割

き
て
、
患
l
い
賊
・
讐
の
若
く
な
る
。
皆
、
汝
婦
人
の
作
す
所
な
り
。
男
子
、
剛

腸
な
る
者
も
、
幾
人
か
、
能
く
婦
人
の
言
の
役
す
る
所
と
烏
ら
ざ
る
。
吾
、
見

る
こ
と
多
し
。
若
等
、
是
れ
有
ら
ん
や
と
。
退
き
て
は
則
ち
惜
倍
と
し
て
、
息

を
閉
ざ
し
て
恐
然
と
し
て
、
大
諌
の
、
責
、
死
に
至
る
有
る
が
如
し
。
敢
え
て

一
語
の
不
孝
の
事
を
焦
す
を
這
わ
ず
、
閑
が
輩
に
抵
る
ま
で
之
れ
に
頼
り
て
、

其
の
家
を
全
く
す
る
を
得
た
る
な
り
。
」
　
と
い
う
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
′
清
音
窓
、
浸
也
、

演
は
、
音
窓
。
浸
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

②
潰
音
窓
、
浸
也
、

③
潰
音
剥
、
浸
也
、

④
漬
音
困
、
浸
也
、

⑤
漬
音
到
、
測
也
、

⑥
潰
音
窓
、
矧
也
、
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以
上
、
②
が
　
「
内
閣
文
庫
」
　
本
と
同
じ
く
、
他
は
、
③
・
①
・
⑤
な
ど
い
ず

れ
も
字
体
が
不
明
瞭
な
も
の
が
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
⑥
に
は
、
他
本
に
は
見

え
な
い
　
「
若
音
爾
」
　
(
「
若
は
、
音
蘭
。
」
)
　
と
い
う
頭
注
が
有
る
。
⑥
が
、
①
～

⑤
と
は
、
や
や
性
格
を
異
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
「
睦
姉
娘
之
徳
」
　
に
つ
い
て
藍
鼎
元
の
論

[
原
文
]
夫
兄
弟
之
妻
、
俗
此
謂
始
姓
也
、
古
日
姉
娘
、
長
婦
鳥
姐
、
介
婦
鳥

妹
、
婦
人
相
稀
皆
目
姐
、
則
従
乎
其
尊
者
、
姉
娘
之
親
、
亦
如
兄
弟
、
異
姓
相

衆
、
季
長
競
短
、
風
俗
之
衰
、
不
可
青
臭
、
人
非
木
石
、
皆
可
相
観
而
善
、
有

超
譲
之
誠
、
無
自
私
自
利
之
心
、
安
往
而
不
和
睦
故
、
述
睦
妨
姐
之
徳
、
自
以

下
凡
六
章
、
[
始
音
逐
、
始
音
弟
、
長
婦
之
長
上
督
]

夫
れ
兄
弟
の
妻
、
俗
に
、
此
れ
を
娘
姓
と
謂
い
、
古
に
て
は
、
梯
姐
と
日
う
。

長
婦
を
姐
と
鳥
し
、
介
婦
を
妹
と
烏
す
。
婦
人
、
相
い
稀
し
て
、
皆
に
姐
と
日

う
。
さ
す
れ
ば
、
則
ち
其
の
専
な
る
者
に
従
う
。
姉
姐
の
親
し
き
こ
と
、
亦
た

兄
弟
の
如
し
。
異
姓
、
相
い
衆
ま
り
て
、
長
を
争
い
短
を
競
う
は
、
風
俗
の
衰

レ
ー
も

な
る
こ
と
、
言
う
可
か
ら
ざ
る
な
り
。
人
、
木
石
に
非
ず
。
.
皆
に
、
相
い
観
て

而
し
て
善
し
と
す
可
し
。
蔵
譲
の
誠
有
り
て
、
自
私
・
自
利
の
心
無
け
れ
ば
、

い
に
し
え

安
く
ん
ぞ
往
よ
り
し
て
而
し
て
和
睦
な
ら
ざ
ら
ん
や
。
睦
姉
娘
の
徳
を
述
ぶ

る
こ
と
、
此
れ
自
り
以
下
、
凡
そ
六
章
。
(
1
)
　
[
始
は
、
音
逐
。
姉
は
、
音
弟
‥

長
婦
の
長
は
、
上
響
。
]

○
資
料
研
究

(
1
)
藍
鼎
元
の
睦
梯
姐
論
で
あ
る
。
第
二
十
二
章
の
資
料
研
究
に
も
述
べ
た

よ
う
に
、
呂
坤
『
閏
範
』
巻
四
に
、
「
姐
梯
之
道
」
が
有
り
、
三
例
を
掲
げ
る
。

す
な
わ
ち
「
　
云
う
、
「
姐
妹
、
今
の
謂
う
所
の
抽
姓
な
り
。
異
姓
に
し
て
而
し

な
か
た
が
い

て
人
の
骨
肉
の
間
に
威
す
。
　
貴
　
を
構
え
て
率
い
を
起
こ
し
、
同
を
化
し
て

異
と
鳥
す
。
兄
弟
の
斧
斤
な
り
。
古
今
よ
り
、
賢
姐
嬢
、
多
く
は
有
ら
ず
。
今
、

三
人
を
録
す
。
」
と
い
う
。

◎
『
典
故
列
女
停
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
介
婦
即
弟
婦
、

介
婦
は
、
即
ち
弟
婦
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
～
⑤
　
介
婦
即
弟
婦
、

⑥
介
樹
即
弟
婦
、

⑥
だ
け
が
他
本
と
異
な
る
。
し
か
し
、
「
介
妨
」
　
の
　
「
妹
」
　
は
、
こ
の
場
合
、

誤
り
で
あ
る
。

【
第
二
十
四
章
】

[
原
文
]
　
顔
氏
家
訓
日
、
梯
姐
者
、
多
事
之
地
也
、
使
骨
肉
居
之
、
亦
不
若
各

節
四
海
、
感
霜
露
之
相
思
、
仔
日
月
之
相
望
也
、
況
以
行
路
之
人
、
虞
多
事
之

地
、
能
無
間
者
鮮
兵
、
所
以
然
者
、
以
共
営
公
務
而
執
私
情
、
虎
重
責
而
懐
薄

義
也
、
若
能
恕
巳
而
行
、
換
子
而
撫
、
則
此
息
不
生
臭
、
　
右
第
二
十
四
章
、

、

顔
氏
家
訓
に
日
わ
く
、
梯
姐
な
る
者
は
、
争
い
多
き
の
地
な
り
。
骨
肉

と
お
い
と
こ
ろ

を
し
て
之
れ
に
居
ら
使
む
る
は
、
亦
た
、
各
々
四
　
海
に
踪
し
て
、
霜
露

ま

の
相
い
思
う
を
感
じ
、
日
月
の
相
い
望
む
を
仔
つ
に
若
か
ず
、
況
ん
や
行

な

か

た

が

い

　

　

　

ナ

く

な

路
の
人
を
以
て
し
て
、
争
い
多
き
の
地
に
慮
る
に
、
能
く
.
間
　
無
き
者
鮮

き
な
り
。
然
る
所
以
の
者
は
、
其
の
、
公
務
に
昔
た
り
て
而
し
て
私
情
を

執
り
、
重
責
に
慮
り
て
、
而
し
て
薄
義
を
懐
う
を
以
て
な
り
。
若
し
能
く
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己
を
恕
に
し
て
、
而
し
て
行
な
い
、
子
を
換
え
て
、
而
し
て
撫
す
れ
ば
、

則
ち
此
の
患
い
生
ぜ
ざ
ら
ん
。
(
1
)
[
閲
は
、
去
啓
。
]
右
、
第
二
十
四
章
。

○
資
料
研
究
　
l

(
l
)
『
顔
氏
家
訓
』
巻
一
兄
弟
篇
に
基
づ
く
。
「
感
霜
露
功
相
思
」
の
　
「
之
」

を
、
『
顔
氏
家
訓
』
で
は
、
「
而
」
　
に
作
る
。
司
馬
光
『
家
範
』
巻
七
　
「
弟
」

に
、
「
顔
氏
家
訓
に
、
兄
弟
を
論
じ
て
日
わ
く
、
」
　
と
し
て
、
こ
の
部
分
を
引

、

用
す
る
。
た
だ
し
、
「
骨
肉
を
し
て
之
れ
に
居
ら
使
む
る
は
、
亦
た
、
各
々
四

海
に
節
し
て
、
霜
露
の
相
ひ
思
ふ
を
感
じ
、
日
月
の
相
い
望
む
を
仔
つ
に
若
か

ず
。
況
ん
や
行
路
の
人
を
以
て
し
て
、
争
い
多
き
の
地
に
慮
る
を
や
。
能
く
聞

無
き
者
鮮
き
な
り
。
」
　
の
部
分
は
省
略
し
て
い
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
非
謂
始
姓
必
欲
其
各
居
四
海
也
、
甚
言
同
室
而
争
、
不
若
分
居
時
相

懐
念
耳
、
若
能
如
後
所
云
、
凡
事
忍
恕
而
行
、
錐
如
張
公
九
世
同
居
、
其
又
何

字
、地

建
を
ば
、
必
ず
し
も
其
の
各
々
四
海
に
居
る
を
欲
す
る
と
謂
う
に
は
非
ず
。

と
も

室
を
同
に
し
て
而
し
て
争
う
な
れ
ば
、
分
か
れ
居
り
て
、
時
に
相
い
憶
念
す
る

つ
よ
く
い
う

に
若
か
ず
と
甚
言
す
る
の
み
。
若
し
、
能
く
後
に
云
う
所
の
如
く
、
凡
そ
、

忍
恕
を
事
と
し
て
而
し
て
行
な
う
な
れ
ば
、
張
公
の
如
く
、
九
世
同
居
な
り
と

雌
も
、
其
れ
又
た
何
ぞ
害
あ
ら
ん
。

と
あ
る
。
本
文
が
、
必
ず
し
も
、
始
姓
の
別
居
を
勧
め
て
い
る
の
で
は
な
い
こ

と
を
補
言
す
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
非
謂
姑
担
必
欲
其
各
居
四
海
也
、
割
言
同
室
而
争
、
不
若
分
居
時
相
憶
念
耳
、

若
能
如
後
所
云
、
凡
事
忍
恕
而
行
、
錐
如
張
公
九
世
同
居
人
其
又
何
事
、

③
非
謂
娘
姫
必
欲
其
各
居
四
海
也
、
甚
言
同
室
而
争
、
不
若
分
居
時
相
憶
念
耳
、

若
能
如
後
所
云
、
凡
事
忍
恕
而
行
、
錐
如
張
公
九
世
同
居
、
其
又
何
事
、

④
非
謂
抽
姐
必
欲
其
各
居
四
海
也
、
甚
言
同
室
而
争
、
不
若
分
居
時
相
憶
念
耳
、

若
能
如
後
所
云
、
凡
事
0
1
恕
而
行
、
錐
如
張
云
-
九
世
同
居
、
共
又
何
事
、

⑤
非
謂
姐
娃
必
欲
其
各
居
四
q
也
、
割
言
同
室
而
争
、
不
若
分
居
時
相
憶
念
耳
、

若
能
如
後
所
云
、
凡
事
忍
恕
而
行
、
錐
如
張
公
九
世
同
居
、
其
又
何
州
、

⑥
非
謂
血
煙
劃
欲
其
各
居
四
海
也
、
甚
言
同
室
而
争
、
不
若
分
居
時
相
憶
念
耳
、

若
能
如
後
所
云
、
凡
事
忍
恕
而
行
、
錐
如
張
公
九
世
同
居
、
其
又
何
害
、

以
上
㌧
②
・
⑤
が
「
甚
言
」
を
「
善
言
」
と
し
、
④
が
、
「
張
公
」
を
「
張

云
」
　
と
し
、
⑥
が
、
「
必
欲
」
　
を
　
「
多
欲
」
　
と
す
る
。
な
お
、
○
の
部
分
は
、

字
体
が
不
鮮
明
の
た
め
判
読
不
能
で
あ
る
。

【
第
二
十
玉
章
】

[
原
文
]
胡
氏
女
範
日
、
人
家
不
和
、
多
因
婦
女
以
言
激
怒
其
夫
、
傷
及
同
気
、

蓋
婦
女
所
見
、
不
廣
不
遠
、
不
公
不
平
、
軽
千
割
恩
、
易
干
情
怨
、
非
丈
夫
有

遠
級
、
則
鳥
共
役
而
不
自
覚
、
一
家
之
中
、
承
欒
生
臭
。
[
節
、
易
青
果
、
]

婦
女
之
易
生
言
語
者
、
又
多
由
於
脾
妾
、
脾
妾
愚
鰻
、
尤
無
見
識
、
以
言
他

人
之
短
、
島
忠
於
主
母
、
筍
能
一
切
勿
聴
、
則
虚
侯
之
言
、
不
敢
復
進
、
若
聴

之
信
之
、
従
而
愛
之
、
則
必
再
言
之
、
又
言
之
、
使
主
母
興
人
、
遂
成
深
響
、

鳥
婚
妾
者
、
方
洋
洋
得
志
、
[
易
音
異
、
復
扶
又
切
]

胡
氏
女
範
に
日
わ
く
、
人
家
、
和
せ
ざ
る
は
、
多
く
は
、
婦
女
、
言
を

そ
し
り
　
き
ょ
う
だ
い

以
て
其
の
夫
を
激
怒
せ
し
め
て
、
傷
、
同
気
に
及
ぶ
に
因
る
。
蓋
し
、

さ

婦
女
の
見
る
所
、
康
か
ら
ず
遠
か
ら
ず
、
公
な
ら
ず
平
な
ら
ず
。
恩
を
割
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く
に
軽
く
、
怨
を
脩
む
る
に
易
し
。
丈
夫
、
達
識
有
る
に
非
ず
ん
ば
、
則

ち
其
の
鳥
め
に
役
せ
れ
て
、
而
し
て
自
ら
覚
ら
ず
し
て
、
一
家
の
中
に
、

も
め
ご
と

承
襲
、
生
ず
る
な
り
。
(
1
)
　
[
節
な
り
。
易
は
、
音
異
。
]

こ
う
ろ
ん

婦
女
の
言
語
を
生
じ
易
き
者
は
、
又
た
、
多
く
は
婚
妾
に
由
る
。
脾
妾

け

り

て

ん

　

　

　

　

　

　

　

し

ゆ

ふ

は
、
愚
肢
に
し
て
、
尤
も
見
識
無
し
。
他
人
の
短
を
言
う
を
以
て
、
主
母

に
忠
な
り
と
鳥
す
。
筍
し
く
も
能
く
一
切
聴
く
こ
と
勿
く
ん
ば
、
則
ち
虚

侯
の
言
、
敢
え
て
復
た
進
ま
ず
。
若
し
之
れ
を
聴
き
之
れ
を
信
じ
、
従
い

て
而
し
て
之
れ
を
愛
す
れ
ば
、
則
ち
必
ず
再
び
之
れ
を
言
い
、
又
た
之
れ

と

を
言
い
、
主
母
と
人
輿
を
し
て
、
遂
に
探
讐
を
成
さ
使
む
。
脾
妾
な
る
者

の
、
方
に
洋
洋
と
し
て
志
を
得
る
こ
と
と
慮
る
。
(
2
)
　
[
易
は
、
音
異
。

復
は
、
扶
又
の
切
。
]

○
資
料
研
究

(
1
)
　
『
胡
氏
女
範
』
は
、
胡
某
『
女
範
』
一
巻
　
(
緑
宙
女
史
)
。
明
代
に
、

黄
尚
文
『
女
範
編
』
四
巻
　
(
『
古
今
女
範
』
と
も
)
、
朱
天
球
『
女
範
編
』
三
巻

.

が
有
る
が
、
こ
の
文
は
見
え
な
い
。
別
に
『
胡
氏
女
範
』
が
存
在
す
る
の
か

も
知
れ
な
い
が
。
今
、
未
詳
と
し
て
お
く
。

と
こ
ろ
で
、
「
胡
氏
女
範
に
日
く
」
　
と
す
る
が
、
実
は
、
こ
れ
は
、
末
の
蓑

采
『
世
範
』
三
巻
(
『
裏
氏
世
範
』
と
も
)
　
の
上
巻
に
、
こ
れ
に
類
似
す
る
文
が

見
え
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
基
づ
く
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

『
世
範
』
に
、
「
人
家
、
.
和
せ
ざ
る
は
、
多
く
は
、
婦
女
、
言
を
以
て
期
叫

刻
利
明
岡
剣
劇
測
怒
覇
八
訂
叫
因
る
。
蓋
し
、
婦
女
の
見
る
所
、
虜
か
ら
ず

遠
か
ら
ず
、
公
な
ら
ず
平
な
ら
ず
。
対
句
1
割
の
所
笥
舅
嫡
.
・
-
.
伯
叔
は
「
矧

樹
、
l
」
憫
創
吋
u
q
珂
月
刊
u
「
オ
叫
瑚
瑚
呼
を
l
創
刊
に
で
1
.
副
然
d
l
刃
威
粕
淵
朝
q
l
l

喝
l
恩
を
割
く
に
軽
く
、
怨
を
脩
む
る
に
易
し
。
丈
夫
、
遠
識
有
る
に
非
ず

ん
ば
、
則
ち
其
の
鳥
め
に
役
せ
れ
て
、
而
し
て
自
ら
覚
ら
ず
し
て
、
一
家
の
中

に
、
承
磐
、
生
ず
る
な
り
。
」
と
あ
る
。
傍
線
部
が
異
文
で
あ
る
。
「
対
内
剣

劇
び
面
倒
到
瑚
圏
判
り
叫
刹
」
の
原
文
は
「
激
怒
其
夫
及
同
気
」
と
な
っ
て
い

る
。
『
古
今
図
書
集
成
』
閏
媛
典
第
二
十
二
巻
閑
媛
線
部
に
、
「
胡
氏
女
範
、

諸
婦
の
親
姻
、
頗
る
本
房
を
除
す
る
多
し
云
々
」
　
と
し
て
、
蓑
采
の
こ
の
部
分

を
紹
介
す
る
が
、
上
記
の
『
世
範
』
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
藍
鼎
元

が
や
や
手
を
加
え
た
結
果
、
『
女
學
』
原
文
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
2
)
　
こ
の
部
分
も
、
蓑
采
『
世
範
』
上
巻
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
婦
女

の
言
語
を
生
じ
易
き
者
は
、
又
た
、
多
く
は
婚
妾
の
岡
圃
吋
瑚
倒
。
婚
妾
は
、

愚
嬢
に
し
て
、
尤
も
見
識
無
し
。
他
人
の
短
を
言
う
を
以
て
、
主
母
に
忠
な
り

と
鳥
す
「
司
り
」
劉
刊
l
d
痢
利
別
可
、
l
l
痢
u
d
引
能
く
一
切
聴
く
こ
と
勿
く

ん
ば
、
則
ち
虚
債
の
言
、
笥
進
ま
ず
。
若
し
之
れ
を
療
き
之
れ
を
信
　
糾

じ
、
従
い
て
而
し
て
之
れ
を
愛
す
れ
ば
、
則
ち
必
ず
再
び
之
れ
を
言
い
、
又
た

・
と

之
れ
を
言
い
、
主
母
と
人
輿
を
し
て
、
遂
に
探
管
を
成
さ
使
む
。
婚
妾
な
る
者

の
、
方
に
洋
洋
と
し
て
志
を
得
る
こ
と
と
盛
る
。
」
　
と
あ
る
。
傍
線
部
分
が
異

文
で
あ
る
。
前
注
の
如
く
『
古
今
国
書
集
成
』
国
媛
典
第
二
十
二
巻
国
媛
絶
部

に
、
や
は
り
こ
れ
を
引
く
。
こ
の
『
世
範
』
と
同
文
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
、

(
1
)
　
と
同
様
の
資
料
操
作
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
道
破
婚
妾
性
情
、

婚
妾
の
性
情
を
道
破
す
。

と
あ
る
。
第
二
十
五
章
の
内
容
を
要
約
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
各
本
、
以
下
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の
よ
う
で
あ
る
。

②
道
破
碑
妾
性
瑚

③
道
破
婚
妾
性
情

④
道
破
婚
妾
性
田

⑤
道
破
婦
妾
性
情

⑥
道
破
婦
妾
鵬
情

以
上
、
②
・
④
・
⑥
に
異
な
り
が
認
め
ら
れ
る
。
ロ
は
、
欠
字
。

【
第
二
十
六
章
】

[
原
文
]
内
則
日
、
冠
婦
所
祭
祀
賓
客
、
毎
事
必
請
干
姑
、
介
婦
請
干
家
婦
、

舅
姑
使
京
婦
、
母
怠
、
不
友
無
稽
干
介
婦
、
舅
姑
若
使
介
婦
、
母
敢
敵
満
干
冠

婦
、
不
敢
並
行
、
不
敢
並
命
、
不
敢
並
坐
、
[
母
倶
音
無
、
友
作
敢
、
]

右
第

二
十
六
章
。

ち
λ
う
な
ん
の
よ
め

内
則
に
日
わ
く
、
家
　
　
婦
、
祭
祀
・
賓
客
す
る
所
は
、
事
毎
に
必
ず

お
と
え
ノ
と
た
ち
の
よ
め

姑
に
請
う
。
介
　
　
婦
は
、
家
婦
に
請
う
。
舅
姑
、
家
婦
を
使
え
ば
、

怠
る
こ
と
母
か
れ
。
友
　
(
敢
)
　
え
て
介
婦
に
無
稽
な
ら
ず
。
舅
姑
、
若
し

は
り
あ
う

介
婦
を
使
え
ば
、
敢
え
て
家
婦
に
敵
蒲
す
る
こ
と
母
か
れ
。
敢
え
て
並
び

行
か
ず
。
敢
え
て
並
び
命
ぜ
ら
れ
ず
。
敢
え
て
並
び
坐
せ
ず
。
(
1
)
　
[
母

は
、
倶
に
音
無
。
友
は
、
敢
に
作
る
。
]
　
右
、
第
二
十
六
章
。

○
資
料
研
究

(
1
)
原
文
は
、
『
女
學
』
・
『
典
故
列
女
侍
』
各
本
と
も
に
、
「
家
」
字
を
「
冠
」

に
作
る
が
、
書
き
下
し
文
で
は
、
『
祀
記
』
内
則
篇
に
よ
っ
て
　
「
家
」
　
に
改
め

て
読
ん
だ
。

『
蔵
記
』
で
は
、
「
舅
、
没
す
れ
ば
、
姑
、
老
す
。
」
　
で
始
ま
る
。

『
超
記
』
　
の
原
文
　
「
不
友
無
種
干
介
婦
」
　
に
つ
い
て
、
鄭
注
は
、
「
友
」
　
に

つ
い
て
は
、
「
之
れ
を
友
と
せ
ず
」
と
説
明
す
る
が
、
『
女
學
』
原
注
に
は
、
「
友

は
、
敢
に
作
る
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
.
陳
選
『
小
學
句
讃
』
や
王
雲
鳳
『
小

學
章
句
』
　
の
説
に
依
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
下
文
に
、
「
敢
え
て
云
々
」
　
が

続
く
点
か
ら
も
、
『
小
學
』
解
釈
に
お
い
て
は
、
一
説
と
し
て
、
一
定
の
評
価

を
得
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
穏
記
』
　
の
原
文
は
、
鄭
注
に
依
っ
て
も
読
め
な
く

′

は
な
い
。
も
と
も
と
、
『
稽
記
』
　
の
　
「
友
」
　
を
　
「
敢
」
　
に
置
き
換
え
る
の
は
、

や
や
強
引
の
感
も
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
、
藍
鼎
元
は
、
「
友
」
　
そ
の
ま
ま
で

は
読
み
に
↑
い
と
判
断
し
て
、
『
小
學
』
や
そ
の
注
釈
者
の
資
料
に
依
拠
し
た

の
で
あ
ろ
う
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
　
冠
婦
長
婦
也

家
婦
は
、
長
婦
な
り
。

と
あ
る
。
た
だ
し
、
「
家
」
　
は
、
本
来
、
「
家
」
　
に
作
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
各

本
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
家
婦
長
婦
也

③
副
婦
長
婦
也

④
劇
婦
長
婦
也

⑤
家
婦
謝
婦
也

⑥
家
婦
長
婦
也

と
あ
る
。
②
と
⑤
と
は
、
や
や
類
似
す
る
。
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【
第
二
十
七
章
】

[
原
文
]
音
王
渾
妻
鍾
氏
、
黄
門
郎
徽
之
女
、
太
侍
梯
曾
孫
也
、
能
原
文
博
覧

記
、
美
容
止
、
蔵
儀
法
度
、

烏
中
表
儀
則
、
渾
弟
湛
、
妻
都
氏
有
操
行
、
鐘
親
重
之
、
鐘
不
以
貴
相
陵
、
赫

不
以
賊
相
請
、
時
稀
鍾
夫
人
之
種
、
都
夫
人
之
法
、
[
節
、
赫
音
整
、
行
去
啓
]

唐
張
孟
仁
妻
鄭
氏
、
其
弟
仲
義
、
妻
徐
氏
、
共
虎
一
室
紡
績
、
寸
赫
不
入
私

房
、
徐
母
家
有
所
債
、
倶
納
干
姑
、
臨
用
則
請
、
不
問
執
鳥
己
物
、
徐
富
不
額
、

鄭
貧
不
語
、
鄭
好
事
、
則
徐
乳
其
子
、
徐
好
事
、
則
鄭
乳
其
子
、
不
問
執
鳥
己

子
、
子
亦
不
知
執
烏
己
母
、
太
平
間
、
表
其
門
日
二
難
、

論
日
。
姉
娘
不
和
、
多
由
子
貴
娘
貧
富
之
間
、
不
相
若
耳
、
一
家
之
親
何
分

彼
此
、
侍
富
挟
貴
、
人
格
不
堪
、
能
如
鍾
赫
之
相
善
、
鄭
徐
之
相
忘
、
百
世
同

慮
る
か
を
問
わ
ず
。
子
も
亦
た
執
れ
が
己
の
母
盛
る
か
を
知
ら
ず
。
太
平

か
し
こ
い
し
ま
い

の
間
、
共
の
門
に
表
し
て
二
　
難
と
日
う
。
(
2
)

論
じ
て
日
う
。
姉
娘
、
和
せ
ざ
る
は
、
多
く
は
貴
鰻
・
貧
富
の
間
に
干

お
よ

い
て
、
相
い
若
ば
ざ
る
に
由
る
の
み
。
一
家
の
親
は
、
何
ぞ
彼
此
を
分
た

ほ
こ

ん
。
富
を
悼
み
貴
を
挟
れ
ば
、
人
、
終
に
堪
え
ざ
ら
ん
と
す
。
能
く
、
鐘

都
の
相
い
善
し
と
し
、
鄭
徐
の
相
い
忘
る
る
が
如
く
な
れ
ば
、
百
世
同
居

す
と
錐
も
可
な
り
。
　
右
、
第
二
十
七
章
。

居
可
也
、
　
右
第
二
十
七
章
、

し晋
の
王
揮
の
妻
の
鍾
氏
は
、
黄
門
郎
、
微
の
女
に
し
て
、
太
侍
、
栃
の

曾
孫
な
り
。
能
く
文
を
属
し
博
覧
に
し
て
記
す
。
美
容
止
あ
り
。
種
儀
・

法
度
あ
り
て
、
中
表
の
儀
則
と
焦
る
。
澤
の
弟
、
湛
の
妻
の
都
氏
、
操
行

し
の
有
り
て
、
鐘
、
之
れ
を
親
重
す
。
鐘
は
、
貴
な
る
を
以
て
相
い
陵
が
ず
。

へ
つ
ら
/

都
は
、
賎
な
る
を
以
て
相
い
請
わ
ず
。
時
に
、
鐘
夫
人
の
確
、
都
夫
人

の
法
と
稀
す
。
(
1
)
[
節
な
り
。
都
は
、
音
盤
。
行
は
、
主
管
。
]

唐
の
張
孟
仁
の
妻
の
鄭
氏
、
其
の
弟
仲
義
の
妻
の
徐
氏
は
、
共
に
一
室

お
く
に
慮
り
て
紡
績
し
、
寸
鮨
す
ら
も
私
房
に
入
れ
ず
。
徐
、
母
家
よ
り
餞
る

所
有
れ
ば
、
倶
に
姑
に
納
る
。
用
に
臨
み
て
は
則
ち
請
い
て
、
執
れ
が
己

の
物
慮
る
か
を
問
わ
ず
。
徐
は
、
富
め
ど
も
騎
ら
ず
、
鄭
は
、
貧
な
れ
ど

さ
と
が
え
り

も
請
わ
ず
。
鄭
の
踪
寧
す
る
と
き
は
、
則
ち
、
徐
、
其
の
子
に
乳
し
、

徐
の
蹄
寧
す
る
と
き
は
、
則
ち
、
鄭
、
其
の
子
に
乳
し
、
執
れ
が
己
の
子

(

○
資
料
研
究

『
女
學
』
・
『
典
故
列
女
停
』
の
各
本
原
文
に
、
「
相
請
」
・
「
不
請
」
　
に
作
る

が
、
い
ず
れ
も
、
「
相
詔
」
・
「
不
諮
」
　
を
靴
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
、
書
き

下
し
文
で
改
め
読
む
。

(
1
)
　
こ
の
話
は
、
『
世
説
新
語
』
賢
媛
篇
や
『
青
書
』
列
女
侍
な
ど
に
見
え

る
。
『
世
説
新
語
』
に
は
、
「
王
司
徒
の
婦
は
、
鐘
氏
の
女
に
し
て
、
太
侍
の

つ
ね

曾
孫
な
り
。
亦
た
、
俊
才
に
し
て
女
徳
有
り
。
鍾
邦
、
梯
姐
焦
り
。
雅
に
相
い

親
重
す
。
鐘
、
貴
な
る
を
以
て
都
を
陵
が
ず
。
都
も
亦
た
、
賎
な
る
を
以
て
鐘

に
請
わ
ず
。
東
海
の
家
内
は
、
赫
夫
人
の
法
に
則
り
、
京
陵
の
家
内
は
、
鐘
夫

人
の
蔵
を
範
と
す
。
」
　
と
あ
る
。
『
青
書
』
に
は
、
「
王
澤
の
妻
の
鐘
氏
は
、
字

は
淡
、
穎
川
の
人
に
し
て
、
魂
の
太
侍
、
孫
の
曾
孫
な
り
。
父
の
徴
は
、
黄
門

郎
な
り
。
攻
は
、
敦
歳
に
し
て
、
能
く
文
を
属
し
、
長
ず
る
に
及
び
て
、
聴
慧

・
弘
雅
に
し
て
」
　
博
覚
に
し
て
記
籍
す
。
美
容
止
あ
り
て
、
善
く
哺
詠
す
。
超

儀
・
法
度
あ
り
て
、
中
表
の
儀
則
と
す
る
所
と
怠
る
。
…
…
澤
の
弟
、
湛
の
妻

の
邦
氏
、
亦
た
、
徳
行
有
り
。
攻
、
貴
門
な
り
と
錐
も
、
邦
と
輿
に
、
雅
に
相

い
親
重
す
。
都
は
、
践
な
る
を
以
て
攻
に
下
ら
ず
。
攻
は
、
貴
な
る
を
以
て
赫
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を
陵
が
ず
。
時
人
、
鐘
夫
人
の
種
、
都
夫
人
の
法
と
云
う
。
」
　
と
あ
る
。
『
女

學
』
の
ま
と
め
は
、
い
ず
れ
と
も
異
な
る
が
、
基
本
的
に
は
『
音
書
』
に
近
い
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
妹
同
由

額
は
、
由
に
同
じ
。

と
あ
る
。

②
　
倒
同
由

③
　
紡
同
由

◎
　
兢
同
由

⑤
　
嘲
同
由

⑥
　
蘇
同
由

以
上
、
こ
こ
で
も
、
②
・
⑤
の
類
似
性
が
確
認
さ
れ
る
。

(
2
)
　
こ
の
話
は
、
唐
の
張
孟
仁
の
妻
と
し
て
掲
げ
る
が
、
原
典
は
『
元
史
』

列
侍
八
十
四
孝
友
侍
に
見
え
る
　
「
張
閏
」
　
に
関
わ
る
記
録
で
は
あ
る
ま
い
か
、

つ

　

　

　

　

　

か

ま

ど

そ
れ
に
よ
る
と
、
「
張
閏
、
延
安
の
延
長
賊
の
人
、
軍
籍
に
隷
く
。
八
世
、
葬

を
異
に
せ
ず
。
家
人
、
百
絵
口
な
れ
ど
も
、
間
言
無
し
。
日
々
、
諸
女
・
諸
婦

お
ん
な
し
ご
と

を
し
て
一
室
に
衆
め
て
、
女
　
紅
を
鳥
さ
使
む
。
工
畢
り
て
、
一
産
室
に
欽
貯

し
て
、
私
蔵
無
し
。
幼
稚
、
暗
泣
す
れ
ば
、
諸
母
の
見
る
者
、
即
ち
抱
き
て
哺

す
。
一
婦
、
蹄
寧
す
れ
ば
、
其
の
子
を
留
め
て
、
衆
婦
、
共
に
乳
し
て
、
執
れ

が
己
の
見
焦
る
か
を
問
わ
ず
。
兄
も
亦
た
執
れ
が
己
の
母
慮
る
か
を
知
ら
ざ
る

な
り
。
…
…
至
元
二
十
八
年
、
其
の
門
に
施
し
て
表
す
。
」
　
と
あ
る
。
『
新
元

史
』
列
侍
一
百
三
十
六
篤
行
上
に
も
、
同
様
の
伝
記
が
見
え
る
。
『
女
學
』
に

紹
介
す
る
伝
記
は
、
本
来
は
、
こ
れ
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
女

學
』
よ
り
後
の
も
の
と
な
る
が
、
『
賢
媛
園
説
』
(
天
津
延
古
齋
歳
板
、
光
緒
三
十

二
年
刊
)
　
の
　
「
賢
婦
」
　
に
、
「
張
氏
二
難
」
　
を
掲
載
し
、
『
女
學
』
に
紹
介
す
る

も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
唐
⑰
張
孟
仁
の
妻
の
鄭
例
刻
、
其

の
弟
仲
義
の
妻
の
徐
瑚
囲
。
徐
は
富
み
、
鄭
は
貧
し
。
皆
に
政
義
に
し
て
睦
ま

じ
。
貧
し
き
者
は
請
わ
ず
、
富
め
る
者
は
琉
ら
ず
。
恒
に
一
室
に
慮
り
て
紡
績

し
、
尺
布
・
寸
線
す
ら
も
室
に
入
れ
ず
。
必
ず
姑
の
所
に
納
る
。
用
う
る
と
き

は
則
ち
請
い
て
、
而
し
て
之
れ
を
取
る
。
執
れ
が
己
の
物
烏
る
か
を
問
わ
ず
。

鄭
の
蹄
寧
す
る
と
き
は
、
徐
、
其
の
子
に
乳
し
、
徐
の
師
事
す
る
と
き
は
、
鄭

も
、
亦
た
、
之
く
の
如
く
し
、
執
れ
が
己
の
子
偏
る
か
を
問
わ
ず
。
諸
子
と
錐

も
、
亦
た
、
執
れ
が
己
の
母
島
る
か
を
知
ら
ず
。
朝
廷
、
其
の
門
に
表
し
て
二

難
と
鳥
す
。
阜
孫
、
皆
な
貴
し
。
」
　
と
あ
る
。
ま
と
め
は
、
や
や
異
な
る
が
、

原
資
料
は
、
『
女
學
』
　
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
他
に
、

類
似
の
資
料
と
し
て
、
『
廣
列
女
侍
』
(
劉
孟
徐
輯
、
光
緒
十
年
刊
)
　
巻
十
　
「
女
範

類
」
　
下
に
、
「
張
氏
女
婦
」
　
が
見
え
、
『
元
史
』
と
同
様
の
伝
記
を
掲
載
す
る
。

【
二
十
八
章
】

[
原
文
]
蘇
少
妹
崔
氏
女
也
、
蘇
家
兄
弟
五
人
、
要
婦
者
四
臭
、
各
聴
女
奴
語
、

日
有
争
言
、
甚
者
関
崎
操
刃
、
少
梯
始
嫁
、
姻
族
皆
以
岳
憂
、
少
妨
日
、
木
石

鳥
獣
、
喜
無
如
彼
何
臭
、
世
堂
有
不
可
輿
之
人
哉
、
入
門
事
四
娘
、
執
稽
甚
恭
、

婚
有
鉄
乏
、
少
妨
即
以
遺
之
、
姑
有
役
其
撰
者
、
媛
相
視
不
應
命
、
少
梯
日
、

吾
後
進
嘗
努
、
吾
鳥
之
、
母
家
有
果
肉
之
債
、
召
諸
子
姪
分
輿
之
、
婚
不
食
、

未
嘗
先
食
、
娘
各
以
怨
言
告
少
梯
者
、
少
梯
笑
而
不
答
、
少
梯
女
奴
以
娘
娘
之

言
束
告
者
、
少
妹
等
之
、
尋
以
告
撥
、
引
罪
、
嘗
以
錦
衣
抱
其
授
小
児
、
適
便

溺
、
姻
急
接
之
、
少
妹
日
、
無
遽
、
恐
驚
見
也
、
了
無
惜
意
、
歳
飴
、
四
娘
自
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相
謂
日
、
五
嬉
大
賢
、
我
等
非
人
臭
、
奈
何
若
大
年
、
烏
彼
所
笑
、
乃
相
輿
和

睦
、
終
身
無
怨
語
、
[
少
倶
去
智
]

論
日
、
此
所
謂
至
誠
而
不
動
者
未
之
有
也
、
人
能
如
蘇
少
妹
、
天
下
無
難
虞

之
姉
娘
臭
、
[
少
去
啓
]

右
第
二
十
八
章
。

蘇
少
妹
は
、
崔
氏
の
女
な
り
。
蘇
家
、
兄
弟
、
五
人
に
し
て
、
婦
を
要

る
者
、
四
な
り
。
各
々
、
女
奴
の
語
を
聴
き
て
、
日
々
、
季
言
有
り
。
甚

い
い
あ
ら
そ
い

し
き
者
、
閲
　
臆
し
て
刃
を
操
る
。
少
妹
、
始
め
て
嫁
す
る
に
、
姻
族
、

皆
、
以
て
憂
と
鳥
す
。
少
梯
日
わ
く
、
木
石
・
鳥
獣
な
れ
ば
、
吾
、
彼
を

如
何
と
も
す
る
無
き
な
り
。
世
と
し
て
、
豊
に
之
れ
と
典
に
す
可
か
ら
ざ

る
の
人
有
ら
ん
や
と
。
門
に
入
り
て
、
四
規
に
事
え
、
種
を
執
る
こ
と
甚

だ
恭
な
り
。
姥
に
、
映
乏
有
る
と
き
は
、
少
姉
、
即
ち
以
て
之
れ
を
遣
り
、

姑
、
其
の
頻
を
役
す
る
有
る
に
、
娘
、
相
い
視
て
命
に
應
ぜ
ざ
れ
ば
、
少

妨
日
わ
く
、
喜
、
後
進
な
れ
ば
昔
に
努
す
べ
し
。
吾
、
之
れ
を
烏
さ
ん
と
。

母
家
よ
り
、
果
肉
の
餞
有
る
と
き
は
、
諸
子
姪
を
召
し
て
之
れ
を
分
興
す
。

娘
、
食
ら
は
ざ
る
と
き
は
、
未
だ
嘗
て
先
に
食
ら
わ
ず
。
娘
、
各
々
、
怨

言
を
以
て
少
妹
に
告
ぐ
る
者
あ
る
と
き
は
、
少
妹
、
笑
い
て
而
し
て
答
え
・

ず
。
少
妹
の
女
奴
、
地
姓
の
言
を
以
て
来
た
り
告
ぐ
る
者
あ
る
と
き
は
、

少
姉
、
之
れ
を
答
う
ち
て
。
尋
ね
て
以
て
姥
に
告
げ
て
、
罪
を
引
く
。
督
,

た

ま

た

ま

　

そ

そ

う

て
錦
衣
を
以
て
其
の
姥
の
小
児
を
抱
き
た
る
に
、
適
、
便
溺
す
。
姥
、

ひ
き
つ
ぐ

急
ぎ
之
れ
を
接
せ
ん
と
す
る
に
、
少
梯
日
わ
く
、
遽
に
す
る
こ
と
無
か

れ
。
鬼
を
恐
驚
せ
し
め
ん
と
と
。
了
に
意
を
惜
く
こ
と
無
し
。
歳
飴
あ
り

ご
ば
ん
め
の
お
と
う
と
よ
め

て
、
四
嬢
、
自
ら
相
い
謂
い
て
日
わ
く
、
五
　
　
　
嬢
は
、
大
賢
な
り
。

こ

我
等
は
、
人
に
非
ざ
る
な
り
。
若
の
大
年
な
る
を
奈
何
せ
ん
。
彼
の
笑
う

所
と
鳥
ら
ん
と
。
乃
ち
相
い
輿
に
和
睦
し
て
、
身
を
終
う
る
ま
で
、
怨
語

す
る
無
し
。
(
1
)
　
　
[
少
は
、
倶
に
去
督
。
]

論
じ
て
日
う
。
此
れ
所
謂
る
、
至
誠
に
し
て
而
し
て
動
か
ざ
る
者
、
未

だ
之
れ
有
ら
ざ
る
な
り
。
人
に
し
て
、
能
く
蘇
少
姉
の
如
く
ん
ば
、
天
下

に
、
虞
し
難
き
の
姉
娘
無
か
ら
ん
。
[
少
は
、
去
啓
。
]
　
右
、
第
二
十
八
章
。

○
資
料
研
究

(
1
)
　
呂
坤
『
閏
範
』
巻
四
の
　
「
舷
梯
之
道
」
　
に
　
「
少
妹
化
嬢
」
　
と
題
し
て
収

録
す
る
。
同
内
容
で
あ
る
。
た
だ
、
初
め
が
小
異
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
蘇
少

妹
は
、
姓
は
崔
氏
な
り
。
蘇
、
兄
弟
、
五
人
に
し
て
」
　
と
あ
る
。

呂
坤
は
、
次
の
よ
う
に
論
評
す
る
。
天
下
、
易
く
し
て
、
而
し
て
家
難
し
。

家
、
易
く
し
て
、
而
し
て
姐
梯
難
し
。
利
を
専
ら
に
し
、
努
を
辞
し
、
歳
を
好

み
、
畦
を
喜
ぶ
は
、
婦
人
の
常
性
な
り
。
然
れ
ど
も
、
彼
の
良
無
き
に
始
ま
る

は
、
我
の
相
い
學
ぶ
に
成
る
。
三
た
び
争
い
三
た
び
譲
り
て
、
而
し
て
天
下
に

貴
人
無
き
な
り
。
三
た
び
怒
り
三
た
び
笑
ひ
て
、
而
し
て
天
下
に
凶
人
無
き
な

う
た
が

り
。
賢
者
、
人
を
化
し
て
我
に
従
え
、
不
賢
者
は
、
我
を
墳
し
て
人
を
猶
う
。

我
、
蘇
少
妹
に
於
い
て
心
服
せ
り
。
」
　
と
い
う
。

な
お
、
清
の
乾
隆
四
十
六
年
、
康
基
淵
輯
『
女
學
纂
』
巻
下
の
「
妨
似
」
に
、

「
蘇
少
嬉
し
を
収
録
し
、
次
の
よ
う
な
注
を
付
け
加
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
ろ
え

「
家
の
不
和
、
多
く
は
、
婦
人
の
大
義
を
諾
せ
ざ
る
に
由
る
。
各
々
、
務
め

そ
ん
を
ナ
る

て
長
を
率
い
て
、
肯
え
て
相
い
下
ら
ず
。
各
々
、
便
益
を
貪
り
て
、
肯
え
て
喫
戯

ひ
そ
ひ
そ
さ
さ
や
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
ク
の
の
し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
が
み
あ
ら
そ
与

せ
ず
。
始
に
し
て
脚
　
　
唆
し
て
、
漸
に
し
て
、
話
　
許
し
て
而
し
て
固
　
狙

す
。
少
妹
は
、
只
だ
、
穏
議
を
以
て
之
れ
を
化
し
、
而
し
て
盆
怨
、
自
ず
か

ら
平
か
な
り
。
賢
な
る
か
な
。
」
　
と
あ
る
。
こ
の
他
に
、
「
昌
化
章
氏
」
　
(
呂
坤
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『
国
範
』
で
は
、
「
章
婚
譲
兄
」
)
・
「
賓
義
姑
姉
」
・
「
染
節
姑
姉
」
　
を
掲
げ
て
、
全

体
と
し
て
次
の
よ
う
な
姉
娘
論
を
述
べ
る
。
「
姉
娘
、
異
姓
に
し
て
相
い
衆
ま

り
、
而
し
て
各
々
一
婦
人
の
兄
を
挟
む
。
話
辞
、
時
と
し
て
聞
こ
ゆ
る
に
惑
う

無
か
ら
ん
や
。
吾
、
以
鳥
ら
く
、
人
性
、
皆
善
な
る
も
、
利
に
依
り
て
昏
し
。

か
が
や

惟
れ
義
に
明
な
れ
ば
、
則
ち
、
富
め
ど
も
貧
に
耀
か
さ
ず
、
強
な
れ
ど
も
弱

や
わ
ら
ぎ
し
た
し
む

を
凌
が
ず
。
一
堂
に
舜
　
睦
し
て
、
姓
を
異
に
し
て
訂
し
て
気
を
同
じ
く
す

る
な
り
。
蘇
少
妹
を
姉
娘
の
首
に
列
す
れ
ば
、
義
の
既
に
轟
き
た
る
こ
と
知
る

可
し
。
悼
婦
と
錐
も
亦
た
之
れ
に
化
せ
ん
。
章
氏
の
、
子
を
ば
叔
に
譲
る
可
く
、
、

わ
す
か
の
も
の

義
姑
妨
・
節
姑
姉
、
其
の
兄
の
子
を
愛
す
る
が
如
き
は
、
以
て
娘
姓
の
錨
　
鉄

に
て
事
競
す
る
を
悦
づ
可
き
者
な
り
。
」
　
と
い
う
。

諸
家
の
姉
娘
論
を
、
上
章
に
も
適
宜
紹
介
し
た
が
、
中
国
歴
代
の
、
儒
教
の

大
家
族
制
の
特
殊
性
や
こ
れ
を
維
持
す
る
上
で
の
、
個
々
人
の
苦
悩
や
人
間
的

な
配
慮
、
女
性
の
人
格
形
成
へ
の
期
待
と
信
頼
な
ど
、
こ
こ
に
展
開
し
た
諸
問

題
を
窺
う
に
足
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
『
古
今
固
書
集
成
』
家
範
典
の
第
七
十

五
巻
に
、
「
婚
叔
部
」
・
「
始
裡
部
」
　
が
有
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
聞
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
閲
訟
也

閲
は
、
訟
な
り
。

と
あ
る
。

②
閲
訟
也

③
閲
訟
也

④
閲
訟
也

⑤
閲
訟
也

⑥
な
し

〔
5
〕
　
「
事
父
母
之
徳
」
　
に
関
連
す
る
立
言

【
第
二
十
九
章
】

[
原
文
]
文
王
后
妃
、
孝
於
父
母
、
既
成
締
裕
之
服
、
遂
告
其
師
氏
、
使
告
於

君
子
、
以
格
好
寧
之
意
、
其
詞
日
、
言
告
師
氏
、
言
告
言
鰐
、
薄
汚
我
私
、
薄

幹
我
衣
、
害
幹
害
否
、

文
王
の
后
妃
.

し
っ
け
の
せ
ん
せ
い

蹄
寧
父
母
。
[
害
倶
音
轄
]
　
右
第
二
十
九
章

く
す
の
か
た
ぴ
ら

父
母
に
孝
な
り
。
既
に
締
　
裕
の
服
を
成
す
。
遂
に

お

っ

と

其
の
師
　
　
氏
に
告
げ
、
君
子
に
告
ぐ
る
に
、
格
に
蹄
寧
せ
ん
と
す
る
の

こ
こ

意
を
以
て
せ
使
む
。
(
1
)
　
其
の
詞
に
日
わ
く
、
言
に
師
氏
に
告
げ
、
言

い

さ

さ

　

　

　

ふ

だ

ん

ぎ

　

ナ

ナ

　

　

　

　

　

　

れ

い

ふ

く

　

あ

ら

に
告
げ
言
に
厨
ら
ん
。
薄
か
我
が
私
を
汚
ぎ
、
薄
か
我
が
衣
を
幹

し
か
せ

わ
ん
。
串
れ
を
か
酔
い
害
れ
を
か
否
ざ
ら
ん
。
父
母
に
蹄
寧
せ
ん
。
(
2
)

[
害
は
、
倶
に
音
暗
。
]
　
右
、
第
二
十
九
章
。

69

○
資
料
研
究

(
1
)
　
こ
の
部
分
は
、
『
詩
経
』
周
南
の
　
「
葛
軍
」
　
の
『
集
侍
』
に
基
づ
く
。

す
な
わ
ち
、
「
言
告
師
氏
…
…
蹄
寧
父
母
」
　
の
章
の
『
集
侍
』
に
、
「
此
の
章
、

遂
に
其
の
師
氏
に
告
げ
て
、
君
子
に
告
ぐ
る
に
、
格
に
蹄
寧
せ
ん
と
す
る
の
意

を
以
て
せ
使
む
。
」
　
と
あ
る
。
ま
た
、
「
葛
軍
三
章
、
章
六
句
」
　
の
　
『
集
侍
』

に
、
「
此
の
詩
、
后
妃
、
自
ら
作
る
所
、
…
…
巳
に
嫁
し
て
、
而
し
て
、
孝
、

父
母
に
衰
え
ず
。
走
れ
皆
徳
の
厚
く
し
て
、
而
し
て
人
の
難
し
と
す
る
所
云
々
」

と
あ
る
。
「
閉
経
」
　
の
　
『
集
侍
』
に
、
「
女
な
る
者
は
、
未
だ
嫁
が
ざ
る
の
稀

な
り
、
蓋
し
文
王
の
妃
、
大
姐
、
魔
子
房
る
の
時
を
指
し
て
、
而
し
て
言
う
な

り
。
君
子
は
、
文
王
を
指
し
て
言
う
な
り
。
・
=
…
周
の
文
王
、
生
ま
れ
て
聖
徳
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有
り
。
又
た
、
聖
女
似
氏
を
得
て
、
以
て
配
と
烏
す
云
々
」
と
い
う
。
こ
の
「
葛

軍
」
　
で
の
后
妃
を
、
「
文
王
の
后
妃
」
　
と
す
る
の
は
、
『
女
學
』
が
、
『
集
侍
』

に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
　
こ
の
部
分
は
、
「
葛
軍
」
　
の
第
三
章
か
ら
引
く
、
『
集
侍
』
に
、
「
上
章
、

既
に
締
給
の
服
を
成
せ
り
。
此
の
章
、
遂
に
其
の
師
氏
に
告
げ
て
、
君
子
に
告

ぐ
る
に
、
格
に
蹄
寧
せ
ん
と
す
る
の
意
を
以
て
せ
使
む
。
且
つ
日
わ
く
、
去
ぞ

其
の
私
服
の
汗
を
治
め
て
、
而
し
て
其
の
超
服
の
衣
を
幹
わ
ざ
る
。
何
れ
か
昔

に
幹
う
可
く
、
何
れ
か
以
て
未
だ
幹
わ
ざ
る
可
き
か
。
我
、
格
に
之
れ
を
服
し

て
以
て
父
母
に
蹄
寧
せ
ん
と
す
る
な
り
。
」
　
と
あ
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
締
音
鴎
、
給
音
隙
、
麻
葛
、
織
成
細
者
日
稀
、
し
紆
者
日
給
、

汚
去
垢
也
、
私
褒
衣
也
、
辞
書
緩
、
洗
也
、

蹄
は
、
音
鴎
。
給
は
、
音
隙
。
麻
葛
に
は
、
織
り
て
細
き
を
成
す
者
を
柿
と

日
い
、
粗
な
る
者
を
給
と
日
う
。

し

汚
は
、
垢
を
去
る
な
り
、
私
は
褒
衣
な
り
。
碑
は
音
緩
。
洗
う
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

⑫
緑
青
鴎
、
給
音
噂
麻
葛
、
織
成
細
者
日
締
、
細
者
日
給
、

汚
去
垢
也
、
私
褒
衣
也
、
幹
音
緩
、
洗
也
、

③
緑
青
塊
、
総
音
困
、
麻
朝
、
織
成
細
者
日
締
、
細
者
日
給
、

へ

汚
去
q
也
、
私
剰
衣
0
1
、
.
(
幹
音
緩
、
測
口
、

④
締
音
鴎
、
総
音
隙
、
麻
葛
、
織
成
細
者
日
締
、
細
者
日
給
、

汚
去
垢
也
、
私
褒
衣
也
、
幹
音
緩
、
洗
也
、

⑤
緑
青
鴎
、
給
音
隙
、
麻
葛
、
織
成
細
者
日
締
、
細
者
日
給
、

汚
去
垢
也
、
私
褒
衣
也
、
斡
音
緩
、
洗
也
、

⑥
締
音
q
、
給
音
隙
、
麻
葛
、
織
成
樹
者
日
締
、
細
者
日
給
、

汚
去
垢
也
、
私
刺
衣
也
、
辞
書
緩
、
測
州
叫
、

以
上
、
傍
線
部
が
異
な
る
と
こ
ろ
、
○
は
、
字
体
の
判
読
困
難
な
も
の
、
口
は
、

欠
字
で
あ
る
。

◎
「
事
父
母
之
徳
」
　
に
つ
い
て
藍
鼎
元
の
論

[
原
文
]
詩
日
、
哀
哀
父
母
、
生
我
助
勢
、
又
日
、
父
今
生
我
、
母
今
鞠
我
、

附
我
畜
我
、
長
我
育
我
、
顧
我
復
我
、
出
入
腹
我
、
欲
報
之
徳
、
莫
天
岡
極
、

人
身
錐
有
男
女
、
自
父
母
視
之
、
則
皆
子
也
、
同
島
父
母
所
生
、
而
濁
不
得
終

養
、
女
子
之
心
、
有
倍
愴
然
者
英
、
永
言
孝
思
、
常
存
勿
替
、
随
其
力
之
所
能
、

鳥
壷
其
情
、
干
不
自
己
、
述
事
父
母
之
徳
、
日
比
以
下
凡
玉
章
、
[
勧
求
於
切
、

音
渠
、
長
上
督
、
養
去
督
、
巳
音
以
、
]

詩
に
日
わ
く
、
哀
哀
た
る
父
母
、
我
を
生
み
て
助
勢
せ
り
。
又
た
日
わ
く
、

や

し

な

　

　

　

　

い

た

わ

る

父
や
我
を
生
み
、
母
や
我
を
鞠
う
。
我
を
附
し
我
を
畜
い
、
我
を
長
じ
我

く

り

か

え

ナ

　

　

　

　

　

　

　

い

だ

く

を
育
し
、
我
を
顧
み
我
を
　
復
　
す
。
出
入
に
我
を
腹
く
す
。
之
れ
が
徳
に
報

い
ん
と
欲
す
れ
ば
、
莫
天
の
.
ご
と
、
極
ま
り
岡
L
と
(
l
)
。
人
の
身
、
男
女

有
り
と
錐
も
、
父
母
自
り
し
て
之
れ
を
視
れ
ば
、
則
ち
皆
な
子
な
り
。
同
じ
く

つ
か
え
る

父
母
の
生
む
所
と
岳
り
て
、
而
し
て
濁
り
蓑
を
終
う
る
こ
と
を
得
ざ
れ
ば
、

ま
ナ
ま
ナ

女
子
の
心
、
倍
々
愴
然
た
る
者
有
ら
ん
。
永
に
言
し
て
孝
を
思
う
こ
と
(
2
)
、

こ
こ
ろ
に
お
く
　
、
し

常
に
　
存
　
し
て
替
う
る
こ
と
勿
し
。
其
の
力
の
能
く
す
る
所
に
随
い
て
、
烏

め
に
其
の
情
を
轟
く
し
て
、
干
こ
に
自
ら
巳
む
る
こ
と
を
せ
ず
。
父
母
に
事
う

る
の
徳
を
述
ぶ
る
こ
と
、
此
れ
自
り
以
下
、
凡
そ
玉
章
。
[
助
は
、
求
於
の
切
。

音
渠
。
長
は
、
上
菅
。
養
は
、
去
啓
。
巳
は
、
音
以
。
]

70
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○
資
料
研
究

(
1
)
　
こ
の
部
分
は
、
『
詩
経
』
小
雅
の
　
「
蓼
我
」
　
に
依
る
。
「
哀
哀
た
る
父

母
、
我
を
生
み
て
勧
努
せ
り
。
」
　
の
『
集
侍
』
に
、
「
人
民
、
努
苦
し
、
孝
子
.
、

巷
を
終
う
る
こ
と
を
得
ず
し
て
、
而
し
て
比
の
詩
を
作
る
。
言
う
こ
こ
ろ
は
、

…
…
父
母
、
我
を
生
み
て
以
鳥
ら
く
、
美
材
な
れ
ば
、
頼
り
て
以
て
其
の
身
を

終
う
る
可
L
と
。
而
し
て
今
、
乃
ち
そ
の
黄
を
終
う
る
こ
と
を
得
ず
し
て
以
て

死
す
る
に
比
す
。
是
こ
に
於
い
て
、
乃
ち
父
母
の
我
を
生
み
し
の
助
勢
を
言
い

て
、
而
し
て
重
く
自
ら
哀
傷
す
る
な
り
。
」
　
と
い
う
。
「
父
や
我
を
生
み
、
母

や
我
を
鞠
う
。
我
を
附
し
我
を
畜
い
、
我
を
長
じ
我
を
育
し
、
我
を
顧
み
我
を
、

復
す
。
出
入
に
我
を
腹
く
す
、
之
れ
が
徳
に
報
い
ん
と
欲
す
れ
ば
、
臭
天
の
ご

と
、
極
ま
り
岡
L
と
。
」
　
の
　
『
集
侍
』
に
、
「
言
う
こ
こ
ろ
、
父
母
の
恩
此
く

の
如
し
。
之
れ
に
報
ゆ
る
に
徳
を
以
て
せ
ん
と
欲
し
て
、
而
し
て
其
の
恩
の
大

な
る
こ
と
、
天
の
窮
ま
り
無
き
が
如
く
、
報
を
戻
す
所
以
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
」

と
い
う
。

(
2
)
　
『
詩
経
』
大
雅
の
　
「
下
武
」
　
に
　
「
永
に
言
し
て
孝
を
思
う
」
　
と
あ
る
。

『
集
侍
』
は
、
「
其
の
長
言
孝
思
し
て
忘
れ
ざ
る
を
以
て
す
。
」
　
と
い
う
。
因

み
に
鄭
箋
は
、
「
言
は
、
我
な
り
ご
　
と
す
る
。

こ
こ
は
、
女
性
が
血
縁
の
父
母
に
ど
う
仕
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て
述
べ
る
。

古
来
、
「
孝
女
」
　
の
認
識
で
把
握
さ
れ
る
。
劉
向
『
列
女
侍
』
で
は
、
『
女
學
』

も
収
録
す
る
　
「
賓
太
倉
女
」
　
や
、
他
に
　
「
賓
傷
椀
女
」
・
「
超
津
女
姻
」
　
(
い
ず

れ
も
「
群
通
」
篇
)
　
が
あ
る
。
結
婚
後
の
実
家
の
父
へ
の
娘
の
配
慮
を
掲
げ
る

も
の
に
、
「
晋
国
債
巌
」
・
「
京
師
節
女
」
　
(
「
節
義
」
篇
)
・
「
許
穆
夫
人
」
(
「
仁
智
」

篇
)
な
ど
が
有
り
、
『
後
漢
書
』
列
女
侍
で
は
、
「
孝
女
曹
蛾
」
・
「
孝
女
叔
先
雄
」

や
、
こ
の
他
、
「
康
治
母
」
　
な
ど
が
注
目
さ
れ
る
。
「
二
十
四
孝
」
　
に
は
、
下

文
「
三
十
一
章
」
　
に
も
載
せ
る
「
揚
香
」
　
の
説
話
も
有
る
。
と
こ
ろ
で
、
曹
大

家
『
女
誠
』
で
は
、
主
と
し
て
、
結
婚
後
の
女
性
の
任
務
自
覚
を
教
戒
す
る
か

ら
、
こ
の
点
よ
り
も
、
舅
姑
へ
の
服
従
を
強
調
し
て
説
く
。

し
か
し
、
歴
代
、
女
性
の
実
父
母
へ
の
孝
を
.
説
く
視
点
は
維
持
さ
れ
て
い
く
。

『
女
論
語
』
に
は
、
「
事
舅
姑
」
　
の
前
に
　
「
事
父
母
」
、
が
置
か
れ
、
『
女
孝
経
』

は
、
舅
姑
へ
の
奉
仕
を
強
調
す
る
が
、
「
孝
治
」
　
章
や
、
r
虜
揚
名
」
章
で
は
、

父
母
へ
の
配
慮
も
言
及
す
る
。
『
内
訓
』
に
も
　
「
事
父
母
」
　
を
、
『
女
範
捷
録
』

に
は
、
「
孝
行
」
　
を
掲
げ
る
。
司
馬
光
『
家
範
』
　
の
巻
六
　
「
女
」
、
呂
坤
『
閏

、

範
』
巻
二
　
「
女
子
之
道
」
　
な
ど
が
有
る
。

『
女
學
』
で
は
、
こ
こ
以
外
に
、
後
の
巻
三
　
「
婦
容
」
篇
に
、
「
事
親
之
容
」

が
立
て
ら
れ
、
二
章
に
捗
っ
て
資
料
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、
む
し
ろ
舅
姑
に
重
点

が
置
か
れ
る
。
た
だ
し
、
舅
姑
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
こ
の
　
「
婦
徳
」
篇
で

取
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
論
は
詳
細
と
は
い
え
な
い
。
女
子
の
場
合
、

親
と
し
て
、
父
母
・
舅
姑
の
両
面
が
存
す
る
が
、
儒
教
家
族
制
の
観
点
か
ら
は
、

ど
ち
ら
か
と
云
え
ば
、
舅
姑
へ
の
関
心
が
強
調
さ
れ
る
の
が
当
然
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
古
来
、
舅
姑
に
仕
え
る
論
拠
と
し
て
は
、
『
種
記
』
内
則

な
ど
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
父
母
に
仕
え
る
が
ご
と
く
に
と
い
う
指
摘
が
用
い

ら
れ
て
い
る
し
、
家
族
制
度
下
に
お
け
る
家
の
権
威
者
舅
姑
へ
の
奉
仕
精
神
は
、

や
は
り
、
実
父
母
へ
の
奉
仕
精
神
た
る
孝
を
基
本
と
す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
観
点
か
ら
、
孝
女
へ
の
視
点
は
大
切
に
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
血
縁
を
重
視
す
る
儒
教
家
族
制
に
お
い
て
、
結
婚
後
も
、
精
神
と
し

て
は
婚
家
の
舅
姑
を
父
母
と
す
る
の
で
は
あ
っ
て
も
、
心
理
的
に
は
、
実
の
親

子
に
お
け
る
血
縁
観
念
は
滅
却
し
得
な
い
と
い
う
事
実
が
存
在
し
た
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
歴
代
、
家
庭
に
お
け
る
婦
人
の
責
任
自
覚
が
喧
伝
さ
れ
つ
つ
も
、
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実
の
父
へ
の
娘
の
配
慮
や
犠
牲
的
奉
仕
は
執
拗
に
語
ら
れ
続
け
た
の
で
あ
る
。

呂
坤
『
閏
範
』
巻
二
に
、
婦
道
・
母
儀
は
、
女
徳
に
始
ま
る
と
し
て
　
「
女
子

之
道
」
　
を
掲
げ
、
初
め
に
　
「
孝
女
」
　
を
十
四
人
列
ね
る
。
論
じ
て
、
「
孝
女
、

女
未
だ
人
に
適
せ
ざ
れ
ば
、
子
と
同
道
な
り
。
孝
子
は
、
難
し
。
孝
女
は
、
尤

も
難
し
七
島
す
。
世
俗
に
て
は
、
女
子
、
室
に
在
る
と
き
、
自
ら
虚
す
る
に
客

を
以
て
し
、
而
し
て
母
も
亦
た
之
れ
を
客
と
す
。
子
道
、
修
ま
ら
ざ
れ
ば
、
母
、

わ

が

ま

ま

　

　

　

し

な

　

つ

く

　

や

ナ

顧
み
て
衣
食
を
共
に
し
て
之
れ
を
事
と
す
る
な
り
。
岳
を
養
い
態
を
修
り
、
易

く
怨
み
軽
し
く
悲
し
む
も
、
亦
た
未
だ
道
を
聞
か
ざ
れ
ば
な
り
。
」
と
い
う
。

清
の
康
基
淵
輯
『
女
學
纂
』
は
、
女
、
妻
、
婦
、
母
の
順
に
特
徴
的
な
女
性

伝
記
を
掲
げ
て
行
く
が
、
孝
女
二
十
三
人
を
紹
介
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
論

じ
て
い
る
。
「
百
行
、
孝
よ
り
先
な
る
は
美
し
。
女
子
、
何
ぞ
濁
り
然
ら
ざ
ら

つ
ぷ

ん
。
…
…
皆
な
曲
さ
に
其
の
孝
を
壷
く
す
者
な
り
。
鳴
呼
、
女
に
し
て
而
し
て

能
く
孝
な
れ
ば
、
則
ち
、
他
日
、
婦
と
盛
り
て
、
而
し
て
其
の
舅
姑
に
孝
し
、

妻
と
慮
り
て
、
而
し
て
其
の
夫
を
敬
し
、
母
と
烏
り
て
、
而
し
て
其
の
子
を
教

の
こ

え
ん
。
梯
姐
・
姑
嬢
に
至
る
ま
で
、
一
門
、
衆
順
に
し
て
、
父
母
の
羞
を
胎
さ

ざ
る
者
は
、
皆
な
孝
な
り
。
」
　
と
い
う
。
　
　
　
　
　
　
　
-

こ
れ
も
、
婦
人
の
婚
家
に
お
け
る
行
動
と
責
任
自
覚
を
重
視
す
る
観
点
で
、

生
家
に
お
け
る
倫
理
観
念
の
形
成
が
一
生
の
基
に
な
る
と
す
る
も
の
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
諸
書
の
指
摘
か
ら
す
る
と
、
『
女
學
』
で
は
、
実
父
母
へ
の
孝
を

主
と
し
て
、
報
恩
の
角
度
で
強
調
し
て
い
る
が
、
一
方
、
婚
姻
後
の
主
婦
生
活

に
お
け
る
家
族
制
へ
の
対
応
の
基
本
精
神
に
関
連
付
け
る
視
点
が
や
や
希
薄
で

あ
る
よ
う
だ
。

な
お
、
儒
教
社
会
に
お
け
る
父
と
娘
の
関
係
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、

拙
著
『
儒
教
社
会
と
母
性
-
母
性
の
威
力
の
観
点
で
み
る
漠
魂
晋
中
国
女
性
史

-
』
　
(
一
九
九
四
、
研
文
出
版
)
　
の
研
究
篇
第
八
章
、
「
妻
か
ら
夫
・
娘
か
ら
夫
へ

の
母
性
発
揮
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
考
察
」
　
や
、
『
孝
と
母
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

ー
中
国
女
性
史
の
視
座
-
』
(
一
九
九
七
、
研
文
出
版
)
　
の
Ⅳ
母
・
妻
・
娘
に
お

け
る
母
性
実
践
の
諸
相
、
5
.
父
へ
の
母
性
発
揮
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
勧
青
菜
、
病
苦
也
、

勧
は
、
音
染
。
病
苦
な
り
。

と
あ
る
。
各
本
、
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

②
勧
音
菜
、
病
苦
也
、

③
勧
音
染
、
病
苦
也
、

④
明
音
渠
、
病
苦
也
、

⑤
勧
音
染
、
病
苦
也
、

⑥
勧
音
染
、
病
苦
也
、
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【
第
三
十
章
】

[
原
文
]
漠
太
倉
令
淳
子
意
、
有
罪
昔
刑
、
詔
逮
繋
長
安
、
意
有
女
五
人
、
無

子
、
臨
行
、
罵
日
、
生
女

不
生
男
、
緩
急
非
有
益
、
少
女
提
崇
悲
泣
、
随
父
至
長
安
、
上
書
目
、
妾
父
島
.

吏
、
賓
中
皆
稀
廉
平
、
今
坐
法
昔
刑
、
妾
傷
夫
死
者
不
可
復
生
、
刑
者
不
可
復

展
、
錐
欲
改
過
自
新
、
其
道
無
由
也
、
妾
願
人
身
鳥
官
脾
、
以
蹟
父
罪
、
書
奏
、

文
帝
憐
之
、
鳥
除
肉
刑
、
[
少
去
啓
、
綻
音
掟
、
夫
音
挟
、
鳥
除
之
鳥
去
督
、
]

右
第
三
十
章
。

漢
の
太
倉
令
、
淳
子
意
、
罪
有
り
て
刑
に
昔
す
。

み
こ
と
の
り
　
　
　
　
ご
そ
え
′

詔
　
も
て
達
し
て
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お

と

こ

の

こ

　

　

　

い

で

ゆ

く

　

　

　

の

ぞ

長
安
に
繋
が
し
む
。
意
に
女
五
人
有
り
て
、
　
子
　
無
し
。
行
す
る
に
臨

さ
し
せ
ま
っ
た
こ
と

み
て
、
罵
り
て
日
わ
く
、
女
を
生
み
て
男
を
生
ま
ざ
れ
ば
、
緩
　
　
急
に

て
い
え
い

益
有
る
に
非
ず
と
。
少
女
綻
紫
、
悲
し
み
泣
き
て
、
父
に
随
い
て
長
安
に

至
る
。
上
書
し
て
日
わ
く
、
妾
が
父
、
吏
と
烏
り
て
、
賓
中
、
皆
な
廉
平ふ

た

を
稀
す
。
今
法
に
坐
し
て
刑
に
昔
す
。
妾
、
傷
む
、
夷
れ
死
す
る
者
は
復

ご
た
い
ま
ん
ぞ
く
に

た
び
生
く
可
か
ら
ず
。
刑
せ
ら
る
る
者
は
復
た
び
　
属
　
す
可
か
ら
ず
。

過
を
改
め
て
自
ら
新
た
に
せ
ん
と
欲
す
と
錐
も
、
其
の
道
、
由
る
無
き
な

り
。
妾
、
願
わ
く
は
、
身
を
入
れ
て
官
脾
と
慮
り
て
、
以
て
父
の
罪
を
煩
、

わ
ん
と
。
書
奏
せ
ら
る
。
文
帝
、
之
れ
を
憐
み
、
鳥
め
に
肉
刑
を
除
く
。

(
1
)
　
[
少
は
、
去
啓
。
経
は
、
音
掟
。
夫
音
挟
、
鳥
除
の
鳥
は
、
去
啓
。
]

右
、
第
三
十
章
。

○
資
料
研
究

(
1
)
　
こ
の
話
は
、
劉
向
『
列
女
侍
』
群
通
篇
に
見
え
る
。
ま
た
、
『
史
記
』

孝
文
本
紀
・
倉
公
列
侍
や
『
漢
書
』
文
帝
紀
・
刑
法
志
な
ど
に
も
見
え
る
。
劉

向
『
列
女
侍
』
　
で
は
、
「
斉
太
倉
女
」
　
と
し
、
「
葬
の
太
倉
の
女
な
る
者
は
、

漠
の
太
倉
令
、
淳
子
公
の
少
女
な
り
。
名
は
提
紫
。
淳
子
公
に
男
無
く
、
女
五

人
有
り
。
孝
文
帝
の
時
、
淳
子
公
、
罪
有
り
て
刑
に
昔
す
。
是
の
時
、
肉
刑
、

尚
お
在
り
。
詔
獄
し
て
長
安
に
繋
が
し
む
。
合
達
し
て
行
す
る
に
首
た
り
て
、

公
、
其
の
女
を
罵
り
て
日
わ
く
、
子
を
生
む
も
男
を
生
ま
ず
。
緩
急
に
益
有
る

に
非
ず
と
。
提
索
、
自
ら
悲
し
み
泣
き
て
、
父
に
随
い
て
長
安
に
至
る
。
上
書

し
て
日
わ
く
、
妾
が
父
、
吏
と
慮
り
て
、
奔
中
、
皆
な
廉
平
を
稀
す
。
今
、
法

に
坐
し
て
刑
に
昔
す
。
妾
、
傷
む
、
夫
れ
死
す
る
者
は
復
た
び
生
く
可
か
ら
ず
。

刑
せ
ら
る
る
者
は
復
た
属
す
可
か
ら
ず
。
過
を
改
め
て
自
ら
新
た
に
せ
ん
と
欲

す
と
錐
も
、
其
の
道
、
由
る
無
き
な
り
。
妾
、
願
わ
く
は
、
身
を
入
れ
て
官
脾

と
烏
り
て
、
以
て
父
の
罪
を
煩
い
、
自
ら
新
た
に
す
る
こ
と
を
得
使
め
ん
と
。

書
、
奏
せ
ら
る
。
天
子
、
其
の
意
を
憐
悲
し
て
、
乃
ち
下
詔
し
て
日
わ
く
、
蓋

し
聞
く
、
有
虞
の
時
、
…
…
(
文
帝
の
述
腰
の
言
が
記
さ
れ
る
)
。
淳
子
公
、
遂

に
免
る
る
を
得
た
り
。
」
　
と
あ
る
。

こ
め
ぐ
ら

『
史
記
』
列
侍
第
四
十
五
倉
公
列
侍
に
よ
る
と
、
太
倉
公
は
、
賓
の
太
倉
の

長
で
あ
っ
た
。
伝
記
に
よ
る
と
、
「
少
く
し
て
、
啓
の
方
術
を
喜
ぶ
。
高
后
八

年
、
更
に
、
師
を
同
郡
元
里
の
公
乗
陽
慶
に
受
く
。
慶
、
年
七
十
線
に
し
て
、

子
無
し
。
意
を
し
て
其
の
故
方
を
重
く
去
ら
使
む
。
更
に
悉
く
禁
方
を
以
て
之

れ
に
予
え
、
黄
帝
・
扇
鶏
の
脈
書
を
侍
う
。
五
色
も
て
病
を
診
し
、
人
の
死
生

を
知
り
、
嫌
疑
を
決
し
、
治
む
可
き
を
定
む
。
薬
論
に
及
び
て
は
、
甚
だ
精
し
。

ヽ
l

之
れ
を
受
く
る
こ
と
三
年
、
人
の
鳥
め
に
病
を
治
め
、
死
生
を
決
す
る
に
験
多

し
。
然
れ
ど
も
、
左
右
し
て
諸
侯
に
行
沸
し
、
家
を
以
て
家
と
篤
さ
ず
、
或
る

い
は
人
の
岳
め
に
病
を
治
め
ず
、
病
家
に
之
れ
を
怨
む
者
多
し
。
文
帝
の
四
年ゆ

中
、
人
、
上
書
し
て
意
を
言
い
て
、
刑
罰
を
以
て
侍
し
て
西
の
か
た
長
安
に
之

く
に
昔
す
と
す
。
意
に
女
五
人
有
り
。
随
い
て
而
し
て
泣
く
。
意
、
怒
り
て
、

罵
り
て
日
わ
く
、
子
を
生
む
も
男
を
生
ま
ず
。
緩
急
に
使
う
可
き
者
無
し
と
。

是
こ
に
於
い
て
綻
紫
、
父
の
言
を
傷
み
て
、
…
…
書
、
聞
せ
ら
れ
、
上
、
其
の

意
を
悲
し
み
て
、
此
の
歳
中
亦
た
肉
刑
の
法
を
除
く
。
」
　
と
あ
る
。

司
馬
光
『
家
範
』
巻
六
　
「
女
」
　
に
、
「
漢
文
帝
の
時
、
人
、
上
書
し
て
、
賓

の
太
倉
令
淳
干
意
、
罪
有
り
て
刑
に
昔
す
と
す
る
も
の
有
り
。
詔
も
て
獄
し
て

達
し
て
長
安
に
繋
ぐ
。
意
に
玉
女
有
り
云
々
」
　
と
し
て
、
『
史
記
』
倉
公
列
侍

の
記
載
を
列
ね
、
「
提
紫
、
二
言
に
し
て
、
而
し
て
善
く
天
下
を
し
て
其
の
澤

を
蒙
ら
し
む
。
後
世
、
其
の
福
に
頼
る
。
及
ぶ
所
遠
き
か
な
。
」
と
付
け
加
え
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て
い
る
。
父
を
助
け
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、
肉
刑
廃
止
の
提
言
を
し
た
こ
と
へ

の
評
価
も
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

呂
坤
『
閏
範
』
巻
二
　
「
女
子
之
道
」
に
「
賓
太
倉
女
」
を
載
せ
、
か
れ
は
、

お
も

次
の
よ
う
に
評
論
す
る
。
「
男
を
生
め
ど
も
、
未
だ
必
ず
し
も
益
有
ら
ず
。
顧

ご

と

　

　

　

　

　

　

　

　

お

と

こ

の

こ

う
に
情
を
用
う
る
こ
と
の
何
如
の
み
。
綻
索
の
若
き
者
は
、
之
れ
を
　
子
　
有

り
と
謂
う
と
錐
も
可
な
り
。
故
に
、
千
載
、
名
を
青
史
に
垂
る
。
人
の
子
馬
る

者
、
以
て
娩
づ
可
き
な
り
。
」
　
と
い
う
。
女
性
で
も
孝
の
実
践
に
お
い
て
男
子

に
劣
ら
ぬ
こ
と
を
掲
げ
て
、
む
し
ろ
男
子
の
孝
を
促
す
よ
う
で
あ
る
。

『
仇
英
給
固
江
氏
列
女
侍
』
　
(
大
村
西
崖
「
園
本
叢
刊
」
所
収
)
　
巻
六
に
、
「
齋

と

も

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

太
倉
女
」
を
載
せ
、
「
注
目
く
、
女
は
、
及
に
日
々
に
閉
門
の
内
に
乎
い
て
し
、

梱
以
外
は
、
敢
え
て
聞
興
せ
ざ
る
も
の
な
り
。
而
る
に
、
齋
景
公
の
時
に
、
傷

椀
女
有
り
。
超
簡
子
の
時
に
、
津
の
吏
の
女
有
り
。
皆
に
、
身
を
出
し
て
以
て

父
を
救
う
。
古
今
、
艶
稀
し
て
以
て
奇
な
る
こ
と
男
子
も
之
れ
及
ぶ
美
し
と
謂

ぅ
な
り
。
乃
ち
玄
こ
に
漠
に
於
い
て
一
淳
干
綻
紫
凌
得
た
り
。
経
費
、
濁
り
其

の
父
を
免
れ
し
む
る
の
み
な
ら
ず
、
並
び
に
肉
刑
を
免
る
る
こ
と
、
昔
年
の
天

こ
ぞ

下
を
奉
り
た
り
。
而
し
て
其
の
賜
を
受
け
た
る
は
、
則
ち
亦
た
其
の
漢
文
帝
の

仁
に
遇
え
ば
な
り
。
他
人
に
在
り
て
は
、
之
れ
を
男
子
に
得
る
す
ら
能
わ
ざ
l
る

も

と

　

　

は

じ

が

お

者
あ
る
に
、
淳
干
公
、
濁
り
能
く
之
れ
を
少
女
に
得
た
り
。
諸
姉
、
固
よ
り
観
顔

ま
さ

有
ら
ん
も
、
吾
、
且
に
世
の
男
の
鳥
め
に
之
れ
を
悦
ぢ
ん
と
す
る
な
り
。
」
　
と

い
う
。
論
の
主
旨
は
、
ほ
ぼ
、
呂
坤
に
近
似
す
る
。

◎
『
典
故
列
女
侍
』
頭
注
部
分

「
内
閣
文
庫
」
　
本
の
頭
注
部
分
に
、

[
原
文
]
逮
迫
也
、
繋
聯
絡
縛
也
、
如
今
鮮
囚
人
、

経
書
題
「
紫
音
柴

や
り
お
く
り

達
は
、
迫
な
り
。
繋
は
、
聯
ね
絡
縛
す
る
な
り
。
今
の
、
囚
人
を
　
鮮
　
す

る
如
し
。

経
は
、
音
題
。
紫
は
、
音
桑
。

と
あ
る
。
各
本
に
、

②
逮
追
也
、

綻
音
題
、

③
逮
迫
也
、

提
音
題
、

④
逮
追
也
、

綻
音
題
、

⑤
逮
追
也
、

綻
音
題
、

⑥
逮
追
也
、

綻
音
題
、

繋
聯
絡
縛
也
、
如
今
鮮
囚
人
、

紫
音
楽

繋
聯
絡
q
也
、
如
今
鮮
囚
人
、

素
音
粂

繋
聯
絡
縛
也
、
如
今
鮮
囚
人
、

紫
音
柴

繋
聯
絡
縛
也
、
如
今
鮮
囚
人
、

紫
青
菜

田
口
訓
呵
楓
也
、
如
今
鮮
囚
人
、

紫
音
桒

と
あ
る
。
特
に
、
⑥
の
傍
線
部
分
が
異
質
で
あ
る
。
【
]
は
欠
字
。




